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資料編
 １　各団体連絡先一覧

神奈川県

一般委託・物品 会計局調達課
資格審査
グループ 045-210-6721  (直通)

相模原市 財政局契約課 － 042-769-8217 (直通)

平塚市 総務部契約検査課 契約担当 0463-21-8780 (直通)

鎌倉市 総務部契約検査課 契約担当 0467-61-3983 (直通)

藤沢市 財務部契約課 登録申請担当 0466-22-1125 (直通)

小田原市 総務部契約検査課 契約係 0465-33-1323 (直通)

茅ヶ崎市 財務部契約検査課 － 0467-82-1111 内線2562～2564

逗子市 総務部管財契約課 － 046-872-8138 (直通)

三浦市 総務部契約課 － 046-882-1111 内線211・236・237

秦野市 総務部契約検査課 契約担当 0463-82-5126 (直通)

厚木市 工事・コンサル 総務部契約検査課 工事契約係 046-225-2080 (直通)

一般委託・物品 〃 物品契約係 046-225-2171 (直通)

大和市 総務部契約検査課 契約係 046-260-5341 (直通)

伊勢原市 総務部管財契約検査課 契約・検査係 0463-94-5030 (直通)

海老名市 財務部契約検査課 契約係 046-235-4618 (直通)

座間市 総務部契約検査課 契約係 046-252-7071 (直通)

南足柄市 総務防災部管財契約課 契約検査班 0465-73-8009 (直通)

綾瀬市 経営企画部財政課 契約検査担当 0467-70-5642 (直通)

葉山町 政策財政部財政課　 契約検査係 046-876-1111 内線323

寒川町 企画部財政課 契約検査担当 0467-74-1111 内線232

大磯町 政策総務部財政課 管財係 0463-61-4100 内線218

二宮町 政策部財務課 財務契約班 0463-71-3314 （直通）

中井町 総務課 財務班 0465-81-1111 (直通)

大井町 企画財政課 契約担当 0465-85-5003 (直通)

松田町 総務課 管財係 0465-83-1221 (直通)

開成町 財務課 契約管財班 0465-84-0322 (直通)

箱根町 総務部財務課 管財契約係 0460-85-9563 (直通)

湯河原町 庶務課 行政・文書係 0465-63-2111 内線28７

愛川町 総務部管財契約課 管財契約班 046-285-2111 内線3266･3267

清川村 まちづくり課 建設係 046-288-3862 (直通)

神奈川県内広域水道企業団 総務部契約検査課 契約係 045-363-4199 (直通)

工事・コンサル

県土整備局事業管理部
建設業課　横浜駐在事務所

建設業審査
担当

団　体　名 担当係担　当　部　署 電　話　番　号

045-313-0722 (直通)
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２　提出書類送付先一覧

神奈川県

　（工事・コンサル） 221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－
２
かながわ県民センター２階

神奈川県　県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在
事務所「入札参加資格申請・共同受付窓口」 （０４５）２７２－６４８０

　(一般委託・物品） 231-0023
横浜市中区山下町３２
横浜合同庁舎２階

神奈川県　会計局調達課
「入札参加資格申請・共同受付窓口」 （０４５）２１０－８８６９

   ※申請業種によって、あて先が異なります。詳しくは、宛名シートと共に印刷される「宛先について」をお読みください。

相模原市 252-5277 相模原市中央区中央２－１１－１５ 相模原市　財政局契約課 （０４２）７６９－５３２５

平塚市 254-8686 平塚市浅間町９－１ 平塚市　総務部契約検査課　 （０４６３）２１－９６０１

鎌倉市 248-8686 鎌倉市御成町１８－１０ 鎌倉市　総務部契約検査課 （０４６７）２３－８５２１

藤沢市 251-8601 藤沢市朝日町１－１ 藤沢市　財務部契約課　登録申請担当 （０４６６）５０－８４０６

小田原市 250-8555 小田原市荻窪３００ 小田原市　総務部契約検査課　契約係 （０４６５）３３－１２８６

茅ヶ崎市 253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ 茅ヶ崎市　財務部契約検査課 （０４６７）８７－８１１８

逗子市 249-8686 逗子市逗子５－２－１６ 逗子市　総務部管財契約課 （０４６）８７３－４５２０

三浦市 238-0298 三浦市城山町１－１ 三浦市　総務部契約課 （０４６）８８２－１１６０

秦野市 257-8501 秦野市桜町１－３－２ 秦野市　総務部契約検査課　契約担当 （０４６３）８２－５２４２

厚木市 243-8511 厚木市中町３－１７－１７ 厚木市　総務部契約検査課　「入札参加資格申請窓口」（０４６）２２３－４０５８

大和市 242-8601 大和市下鶴間１－１－１ 大和市　総務部契約検査課 （０４６）２６４－６０７４

伊勢原市 259-1188 伊勢原市田中３４８ 伊勢原市　総務部管財契約検査課　契約・検査係 （０４６３）９３－５５７５

海老名市 243-0492 海老名市勝瀬１７５－１ 海老名市　財務部契約検査課 （０４６）２３２－６５７４

座間市 252-8566 座間市緑ケ丘１－１－１ 座間市　総務部契約検査課 （０４６）２５５－３５５０

南足柄市 250-0192 南足柄市関本４４０ 南足柄市　総務防災部　管財契約課　契約検査班 （０４６５）７２－２０１８

綾瀬市 252-1192 綾瀬市早川５５０ 綾瀬市　経営企画部財政課　契約検査担当 （０４６７）７０－５５９７

葉山町 240-0192 葉山町堀内２１３５ 葉山町　政策財政部財政課　契約検査係 （０４６）８７６－１７１７

寒川町 253-0196 寒川町宮山１６５ 寒川町　企画部財政課　契約検査担当 （０４６７）７４－９１４１

大磯町 255-8555 大磯町東小磯１８３ 大磯町　政策総務部財政課　管財係 （０４６３）６１－１９９１

二宮町 259-0196 二宮町二宮９６１ 二宮町　政策部財務課　財務契約班 （０４６３）７３－０１３４

中井町 259-0197 中井町比奈窪５６ 中井町　総務課　財務班 （０４６５）８１－１４４３

大井町 258-8501 大井町金子１９９５ 大井町　企画財政課　契約担当 （０４６５）８２－９９６５

松田町 258-8585 松田町松田惣領２０３７ 松田町　総務課　管財係 （０４６５）８３－１２２９

開成町 258-8502 開成町延沢７７３ 開成町　財務課　契約管財班 （０４６５）８２－５２３４

箱根町 250-0398 箱根町湯本２５６ 箱根町　総務部財務課　管財契約係 （０４６０）８５－７５７７

湯河原町 259-0392 湯河原町中央２－２－１ 湯河原町　 庶務課　行政・文書係 （０４６５）６３－４１９４

愛川町 243-0392 愛川町角田２５１－１ 愛川町　総務部 管財契約課　管財契約班 （０４６）２８６－５０２１

清川村 243-0195 清川村煤ヶ谷２２１６ 清川村 まちづくり課 建設係 （０４６）２８８－１９０９
神奈川県内
広域水道企業団 241-8525 横浜市旭区矢指町１１９４

神奈川県内広域水道企業団
　　　　　総務部契約検査課契約係 （０４５）３６３－１１２２

団　体　名 送付先ＦＡＸ番号宛　　　　名住　　　所郵便番号
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３ 申請の種類と時期について 

（１）申請とは 

入札参加資格に関する申請とは、次のような新たな資格の認定を受けるための行為をいいます。 
つまり、①初めて認定を受ける、②認定を受ける団体を追加する、③認定を受ける業種を追加す 

る、④認定の有効期間が切れるため継続して認定を受けるための申込をすることです。 
申請には、新たな資格を認定するための審査が必要になります。定期申請では審査対象者が多い 

ため約半年、随時申請でも１～２ヵ月の審査期間を要し、認定時期は定期が２年に一度、随時が月

に１度の周期となります。 
 

（２）定期申請と随時申請 

定期申請とは、認定期間の２年に合わせて、初日からの認定に間に合うように、約半年前に一定 
期間受け付け、資格審査を行うことをいいます。 
したがって、定期申請は、次期（令和５・６年度）の認定期間についてあらためて認定を受ける

ための申請です。 
それに対し、随時申請とは、今期（令和３・４年度）の認定期間について、新たな資格を受ける

ための申請です。 
したがって、随時申請で認定された資格は、今期（令和３・４年度）の認定期間をもって満了し

ます。また、認定済みの方であれば、変更届により、今期（令和３・４年度）の申請内容を変更す

ることができます。 
  
【定期申請と随時申請の時期】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

（３）通常の申請と簡易な申請 

平成 17･18 年度の共同受付開始に伴い、一般委託と物品に限り、専ら小規模な業務委託や小額の 

物品購入などを対象に通常より簡便な方法で申請することができる制度を設けました。 

簡易な申請は、申請手続を簡素化する一方、参加できる入札には制限があり、申請を受付けない 

団体もあります。詳しくは、「第１編第２章１(9) 簡易な申請の資格要件について（31 ページ）」、

及び「資料編 14 簡易申請、経常ＪＶ、実績加算の事業協同組合の認定取扱い状況一覧表（176 ペ

ージ）」をご覧ください。 

通常の申請とは、従来どおりの申請手続により入札参加資格の認定を受けるためのものです。 

なお、簡易な申請も通常の申請も、審査期間については違いがありません。 

 

 

令和３・４年度の認定期間（今期） 

R3.4.1～ R5.2.2～R5.3.31 

随時申請可能期間 

（R3.4.1～ 

R5.2.1） 

随時申請休止期間 

令和 5 年 3 月 1 日認定の

受付期限が 2 月 1 日なの

で、2月 2日以降は休止期

間となります。 

令和５・６年度の認定期間（次期） 

R5.4.1～ R7.2.1  R7.2.2 

～R7.3.31 

随時申請可能期間 

随時申請休止期間 

R4.10 

～11月 

定期申請 

受付期間 

定期申請 

審査期間 

R4.12 

～R5.3 月 
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【別表 申請の時期と種類】 

申請の時期と種類 申請の内容 

定期／新規申請 次期の認定期間について、新規に神奈川県又は各団体へ競争入

札参加資格を申請する場合の申請。 

定期／新規申請（簡易） 次期の認定期間について、新規に神奈川県又は各団体へ競争入

札参加資格を申請する場合の申請。 

〇 申請希望営業種目が許認可等を必要としない一般委託及

び物品の契約（小額案件等）に限ります。 

定期／継続申請 次期の認定期間について、既に認定されている事業者の方※が

継続して、神奈川県又は各団体へ競争入札参加資格を申請する

場合の申請。 

定期／継続申請(簡易) 次期の認定期間について、既に認定されている事業者の方※が

継続して、神奈川県又は各団体へ競争入札参加資格を申請する

場合の申請。 

〇 申請希望営業種目が許認可等を必要としない一般委託及

び物品の契約（小額案件等）に限ります。 

随時／新規申請 今期の認定期間について、新規に神奈川県又は各団体へ競争入

札参加資格を申請する場合の申請。 

随時／新規申請（簡易） 今期の認定期間について、新規に神奈川県又は各団体へ競争入

札参加資格を申請する場合の申請。 

〇 申請希望営業種目が許認可等を必要としない一般委託及

び物品の契約（小額案件等）に限ります。 

随時／継続申請 今期の認定期間について、過去に認定されていた事業者の方※

が継続して、神奈川県又は各団体へ競争入札参加資格を申請す

る場合の申請。（更新漏れなどの場合） 

随時／継続申請(簡易) 今期の認定期間について、過去に認定されていた事業者の方※

が継続して、神奈川県又は各団体へ競争入札参加資格を申請す

る場合の申請。（更新漏れなどの場合） 

〇 申請希望営業種目が許認可等を必要としない一般委託及

び物品の契約（小額案件等）に限ります。 

  ※ 平成 29・30 年度以降の認定を受けていない場合は、新規申請により申請してください。 
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４ 認定結果通知書等の確認について 

 

（１）認定通知の方法と時期について 

資格申請システムにおける認定結果の通知方法は、次のとおりです。 
 
① 案内メールの送信 

申請書の申請者メールアドレスに、認定結果の登録処理が完了した旨の案内を各団体ごとに

送信します。 
メールの送信は、定期申請の場合では認定期間開始日の約１か月前くらいから、随時認定の

場合では１週間前くらいから行います。 
② システムから認定通知書をダウンロード 

新規申請の方は、仮ＩＤとパスワードを、継続申請の方は、本ＩＤとパスワードを入力して

資格申請システムにログインしてください。 
メニューの「申請状況確認」を選択していただくと、申請に対する審査、認定状況を確認で

きる画面が表示されますので、その画面の「詳細情報」欄にある【表示】ボタンをクリックす

ると、申請先団体ごとに審査の進捗状態が表示される画面が表示されます。 

各申請先団体の欄にある【印刷】ボタンをクリックすると認定通知書がダウンロードされ、

認定通知書が画面に表示されますので、格付などの認定結果を確認してください。 
なお、ダウンロードした認定通知書は、印刷することも、ファイルで保存することもできま

す。 
また、認定通知書をダウンロードできる時期は、上記①のメールが送信されたときからにな

ります。 
この手順については、本書の「第１編第３章７  申請状況を確認するには（51 ページ）」をご

覧ください。 
 

（２）認定通知書に記載する本ＩＤと初期パスワードについて 

新規申請の方には、県が最初に発行する認定通知書に限り、本ＩＤと初期パスワードを表記しま

す。 
本ＩＤとは、資格申請システムにおいて、最初に認定を受けた後に行うすべての申請や届出につ

いて、申請者を認証するための管理番号となります。 
初期パスワードとは、交付された本ＩＤにより、初めて資格申請システムにログインするための

パスワードです。この初期パスワードは、速やかに任意のパスワードに変更し、セキュリティ管理

に努めるようお願いします。 
なお、パスワードの変更方法については、本書の「第１編第３章４ パスワードを変更するには

（45 ページ）」をご覧ください。 
 

（３）補正指示の方法と時期について 

認定に先立ち、申請内容や提出書類に不備があった場合にも、上記「４(1)  認定通知の方法と

時期について」と同様に、補正指示の登録処理がされたことを案内するメールが送信されます。メ

ニューの「申請状況確認」により、補正指示書をダウンロードして補正指示内容を確認してくださ

い。 

補正指示があった場合には、可能な限り速やかに補正してください。補正が完了するまでは認定

を行うことができません。 
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５ 認定名簿等の公表について 

（１）認定名簿の公表について 

資格申請システムにより、県や他の団体から認定を受けた方については、入札情報サービスシス

テムを通じ、各々の団体の認定名簿をインターネットで公表します。 
公表する主な項目は、認定番号、商号又は名称、法人番号、所在地、認定された営業種目、格付

結果などです。 
変更届などにより、申請内容が変更された場合には、その都度、インターネットで公表する認定

名簿も変更されます。 
なお、一般委託、物品に関しては、申請書データ作成時に許認可情報に自動表示される許可の有

無や許可年月日についても公表の対象となります。 

 

（２）指名停止情報の公表について 

県や他の団体から指名停止を受けた方は、入札情報サービスシステムを通じ、各団体の指名停止

情報をインターネットで公表します。 
公表する主な項目は、認定番号、商号又は名称、指名停止理由などです。 
指名停止期間が延長されたときや、指名停止が解除されたときにも、その結果をインターネット

で公表します。 
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６ 仮ＩＤと本ＩＤについて 

 

（１）ＩＤ発行について 

資格申請システムにおいては、インターネットで申請される方が、間違いなく本人（代表者）、若

しくは委任を受けた方であるかどうかを確認する方法として、ＩＤとパスワードによる認証方式を

採用しています。 
ＩＤの発行に際しては、必要な確認手段を確保しつつ、利便性を重視して仮ＩＤの発行と本ＩＤ

の発行という二段階で発行する方法としています。 
第一に、新規に申請される方について、まず商号又は名称や連絡先メールアドレスなどの基本的

な情報をシステムに登録してもらい、メールによる連絡が確保できた方について、システムの機能

を使ったオンラインの請求に基づき、システム画面上で仮ＩＤとパスワードを発行します。 
第二に、この仮ＩＤにより申請書データを送信してもらい、別途ご提出いただく誓約書や委任状

等の書類により、間違いなく本人（代表者）、若しくは委任を受けた方が申請手続を行っていること

を確認したうえ、審査を完了し、競争入札参加資格を認定できる方について、県の認定通知に本Ｉ

Ｄと初期パスワードを記載し、ＩＤを発行したことを電子メールで連絡します。 
このように、身分確認などのため来庁していただくような手間をかけず、認定にかかる書類審査

と併せて確認させていただくために、ＩＤを発行しています。 
 

【認定通知の送付について】 

   認定通知は、登録した申請者メールアドレスあてに送付します。受任者を指定している場合で

も、受任地へは送付しません。行政書士の代理申請の場合も同じです。 

 

（２）パスワードの管理について 

パスワードは、仮ＩＤ用のものと、本ＩＤ用のものと 2 種類あります。 
資格申請システムのメニューには、「パスワード変更」がありますが、この機能で変更できるの

は、本ＩＤ用に限ります。仮ＩＤ用のパスワードは一度発行されたあとに変更することはできませ

ん。 
仮ＩＤ用パスワードの漏洩等によりセキュリティ上の支障を生じた場合は、申請手続を中止し、

仮ＩＤを再取得してから改めて申請を行ってください。 
また、本ＩＤは認定番号と同じ番号です。同一申請者につき本ＩＤも一つだけです。本人（代表

者）が、企業内担当者又は代理申請者に委任して申請手続を行うときには、本人（代表者）の管理

のもとに本ＩＤとパスワードを使用することになります。 
資格申請システムの利用に当たりましては、本ＩＤとパスワードにより認証します。企業内担当

者、又は代理申請者の方が申請手続をするときには、本人（代表者）の管理のもとに本ＩＤとパス

ワードを使用するものとみなします。 
認定を受けた方は、企業内担当者、又は代理申請者が交代するときは、必ずパスワードを変更す

るなどの措置により、セキュリティ対策に十分配慮した管理を行ってください。 
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７ 営業種目／細目コード表

【工事】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

010 土木一式 ＰＣ グラウト 推進 シールド 道路 河川 管渠布設 管渠更生 港湾、海
洋

その他

020 建築一式 建築解体 ＳＲＣ ＲＣ 鉄骨造 木造 鉄骨プレ
ハブ

ＰＣプレ
ハブ

耐震補強 その他

030 大工 その他
040 左官 その他
050 とび・土

工・コンク
リート

法面処理 吹付 標識等道
路付属物
設置

グラウト 地盤改良 外構 特殊基礎
（既製杭
工事）

特殊基礎
（場所打
杭工事）

その他

060 石 その他
070 屋根 その他
080 電気 道路標

識、信号
設備

道路照明 発電変電
設備

受配電設
備

無停電電
源設備

計装制御
設備

特殊ケー
ブル

重電機設
備

その他

090 管 給排水衛
生

冷暖房空
調

浄化槽設
備

ガス配管 給水管布
設

管内更生 厨房設備 その他

100 タイル・れ
んが・ブ
ロック

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ
ﾛｯｸ積み
（張り）

ﾚﾝｶﾞ積み
（張り）

ﾀｲﾙ張り 築炉 その他

110 鋼構造物 鋼橋上部 橋梁（自
社工場あ
り）

鉄骨工事 鉄塔 水門等の
門扉

プール その他

120 鉄筋 その他
130 ほ装 樹脂舗装 薄層カ

ラー舗装
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗
装

ﾌﾞﾛｯｸ系舗
装

路盤築造 その他

140 しゅんせつ 河川浚渫 港湾浚渫 湖池浚渫 その他
150 板金 その他
160 ガラス その他
170 塗装 路面表示 区画線 樹脂塗装 建物塗装 鉄鋼造物

塗装
屋内床面 溶射 ﾗｲﾆﾝｸﾞ その他

180 防水 アスファ
ルト防水

ﾓﾙﾀﾙ防水 シート防
水

塗幕防水 その他

190 内装仕上 畳 防音 飛散防止
フィルム
貼付

床仕上 その他

200 機械器具設
置

昇降機等
運搬器具
設置

油圧作動
設備

起重機、
搬送設備

空気作動
設備

水処理機
械設備

舞台装置 ボイラー 給排気機
器

揚排水機
器（ポン
プ）

その他

210 熱絶縁 冷暖房 動力 その他
220 電気通信 情報制御

設備
有線設備 無線設備 データ通

信設備
空中線設
置

放送機械
設備

ＴＶ共聴
設備

防犯設備 その他

230 造園 広場 公園設備 植栽工事 地被 景石 地ごしら
え

園路 水景 その他

240 さく井 その他
250 建具 ｻｯｼ ｼｬｯﾀｰ 自動ドア 金属製ｶｰﾃ

ﾝｳｫｰﾙ
その他

260 水道施設 膜ろ過設
備

ろ過設備 送配水施
設（鋼
管）

送配水施
設（鋳鉄
管）

送配水施
設（その
他）

排水処理
施設

下水道処
理施設

その他

270 消防施設 屋内消火
設備

屋外消火
設備

火災警報
設備

避難設備 排煙設備 その他

280 清掃施設 ごみ処理
施設

し尿処理
施設

その他

290 解体 その他

営業種目
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７ 営業種目／細目コード表

【コンサル】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

300 設備設計
（建物付帯
設備の設計
等）

電気設備 空調設備 給排水、
衛生設備

機械設備 工事監理
（設備）

その他

302 建築設計 意匠 構造 耐震診断 工事監理
（建築）

建築積算 その他

304 測量 地上測量 海洋測量 航空測量 地籍測量 境界査定 その他
306 地質調査

（機器を用
いる地質分
析等）

地上ボー
リング

海洋ボー
リング

その他

308 河川砂防及
び海岸・海
洋

河川 砂防 海岸海洋 その他

310 港湾及び空
港

その他

312 電力土木 その他
314 道路 交通及び

路線
道路計画 道路管理

施設
その他

316 上水道及び
工業用水道

上水 その他

318 下水道 下水処理
施設

下水管渠 その他

320 農業土木 その他
322 森林土木 その他
324 水産土木 その他
326 造園 その他
328 都市計画及

び地方計画
土地利用
計画

都市施設 開発事業 地域計画 環境保全 その他

330 地質 その他
332 土質及び基

礎
その他

334 鋼構造物及
びコンク
リート

橋梁設計 鋼橋上部
工

コンク
リート橋
上部工

橋梁下部
工・基礎
構造

特殊構造 維持・補
修

その他

336 トンネル その他
338 施工計画施

工設備積算
その他

340 建設環境 環境調
査・計画

環境整備 その他

342 機械 その他
344 電気・電子 電波障害 その他
346 廃棄物 その他

営業種目
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７ 営業種目／細目コード表

【一般委託】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

400 庁舎等建物
又はその敷
地の維持管
理に必要な
清掃の請負

床・ガラ
ス

便所 オイルタ
ンク

建築物内
空気環境
測定

管・煙突 貯水槽 外壁 病院清掃 博物館・
美術館･ﾎｰ
ﾙ等

その他

405 清掃請負
（庁舎外）

路面清掃 側溝清掃 下水道清
掃

その他

410 廃棄物処理
の請負

一般廃棄
物収集・
運搬

産業廃棄
物収集・
運搬

医療廃棄
物収集・
運搬

産業廃棄
物処分

産あい物
処理

その他

415 クリーニン
グの請負

寝具（殺
菌乾燥を
含む）

一般被服 医療用被
服

オムツ 椅子カ
バー

カーテン 防炎加工 乾燥消毒 その他

420 運搬・保管
の請負

事務室移
転

美術品輸
送

物品等輸
送

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ等
運行

自動車運
転代行

送迎サー
ビス

土砂・海
上運搬

保管 その他

425 総合建物管
理の委託

一般庁舎 病院等医
療機関

博物館・
美術館・
ホール

教育施設 ごみ処理
施設

その他

430 建物設備保
守管理委託

空調機保
守・運転

ボイラー
保守・運
転

自動ドア
保守点検

給排水施
設

プール濾
過機

建物に関
する日常
的な電気
設備保
守・運転

スケート
リンク

舞台装置 その他

435 汚水処理施
設等保守管
理の委託

汚水処理
施設

排出水中
和処理装
置

浄化槽 し尿処理
施設

下水道処
理施設

受水槽 その他

440 警備・受付
の委託

人的警備 機械警備 受付・案
内

電話交換 エレベー
タ運転

その他

445 消防施設保
守管理委託

消防設備
点検

防災施設
管理

その他

450 電気通信設
備保守管理
委託

電気設備
保守点検

通信設備
保守点検

信号機保
守点検

その他

455 エレベー
ター保守管
理委託

エレベー
ター保守
点検

エスカ
レーター
保守点検

リフト保
守点検

昇降機法
定検査

その他

460 害虫駆除委
託

鼠・昆虫
駆除

敷地内樹
木昆虫駆
除

その他

465 映画・ビデ
オ制作委託

映画 ビデオ・
CD-ROM・
DVD

音響媒体 スライ
ド・写真

その他

470 航空写真・
図面製作委
託

航空写真 航空写真
から図面
制作

地図作成 その他

475 デザイン製
作委託

デザイン イラスト その他

480 試験検査機
器保守管理
委託

保守管理 その他

485 情報処理業
務委託

ｼｽﾃﾑ開発
(ｼｽﾃﾑ･ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ開発､
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ）

入力ﾃﾞｰﾀ
作成

ｼｽﾃﾑ運用
保守

ＯＡ機器
保守点検

その他

490 医療事務委
託

医事業務
（医療費
の請求）

病院事務
（夜間受
付・案内
等）

その他

495 環境影響調
査

大気汚染 水質汚染 土壌汚染 悪臭 廃棄物 音圧 振動加速
度

その他

500 検査業務委
託

気体検査
（除：建
築物内空
気環境測
定）

臨床検査 集団検査 血液検査 その他

505 損失補償調
査

土地調査 土地評価 物件建築 物件庭園 機械工作 営業補償 事業損失 補償関連 その他

営業種目
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７ 営業種目／細目コード表

【一般委託】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

510 調査業務委
託

意識調査 市場調査 交通量調
査

生物調査 文化財調
査

漏水調査 下水道Ｔ
Ｖ調査

その他

513 土地家屋調
査士業務の
委託

土地家屋
調査士業
務

515 不動産鑑定
の委託

不動産鑑
定

その他

520 給食業務委
託

調理員派
遣方式

調理済給
食配達方
式

その他

525 広告・宣伝
委託

新聞、チ
ラシ

テレビ、
ラジオ

交通機関 その他
の媒体

530 催事関係業
務委託

企画・会
場設営

運営（技
術的な業
務を含
む）

イベント
製作

旅行（国
外）

旅行（国
内）

その他

535 複写サービ
ス提供業務
の委託

複写サー
ビス

その他

540 森林整備業
務の請負

育林 素材生産 簡易土木 修景業務 その他

545 介護・福祉
サービス提
供業務の委
託

在宅サー
ビス

入浴サー
ビス

給食サー
ビス

その他

550 保険業務 自動車保
険

火災保険 地震保険 その他

555 樹木保護管
理の委託

樹木 公園等管
理

花壇 除草 その他

560 労働者派遣
業務

外国語通
訳・翻訳

議事録作
成

反訳・速
記

封入封緘 外国語講
師派遣

その他

565 その他の業
務請負等委
託

外国語通
訳・翻訳

議事録作
成

反訳・速
記

封入封緘 収納代行 　 その他

【複写サービスの業務内容】

営業種目

①　「プール監視」の認定を希望する場合は、営業種目440「警備・受付の委託」の細目99「その他」の記載事例中の
  「体育施設・プール」（169ページ参照）を選択して申請し、併せて、警備業の認定証の写しを提出してください。

②　プール監視以外の業務であって所管の労働局から労働者派遣事業として認められている類似業務がある場合は、
  営業種目560「労働者派遣業務」の細目99「その他」で、具体的な業務内容を入力して申請し、併せて、当該業務に係る
  労働者派遣業許可証の写しを提出してください。

　営業種目535「複写サービス提供業務の委託」の細目０１「複写サービス」とは、複写機が常に正常な状態で複写できるよう
保守を行い、複写に必要な複写用品（トナー、ドラム等）を供給し、１枚あたりの単価により料金を支払う契約です。

【プール監視の取扱い】
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７ 営業種目／細目コード表

【物品】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

600 複写 青写真 カラーコ
ピー

第二原図 マイクロ
フィルム

その他

605 ｵﾌｾｯﾄ印刷 頁物 ｶﾗｰ印刷
(ﾎﾟｽﾀｰ､ﾊﾟ
ﾝﾌﾚｯﾄ､ﾁﾗｼ
等）

広報誌 CD-ROMﾌﾟﾚ
ｽ

電子出版 手帳 地図・白
図

その他

610 軽印刷 少量の単
色頁物

単色チラ
シ

その他

615 端物印刷 伝票類・
帳票類

その他

620 ﾌｫｰﾑ印刷 連続帳票 カット
シート

ＯＣＲ帳
票

ＯＭＲ帳
票

通知書 圧着はが
き

三つ折り
シーク
レットは
がき

その他

625 特殊印刷 シール・
ラベル

テレカ スクリー
ン

ノーカー
ボン

ナンバリ
ング

偽造防止
用紙

その他

630 書籍 一般書籍 地図 洋書 その他
635 機械工具 旋盤・

ボール
盤・プレ
ス機械

ポンプ 切断機 溶解機・
溶断機

電動工具 木工機械 雑工具 ミシン 小型発電
機

その他

640 土木建設機
械(除車両)

削岩機 杭打機 クレーン その他

645 楽器 洋楽器 和楽器 電気楽器 CD、レ
コード

楽譜 その他

650 視聴覚機器 映写機 ビデオプ
ロジェク
ター

ＬＬ機器
材

映画フィ
ルム

ﾋﾞﾃﾞｵ・
CD-ROM・
DVDｿﾌﾄ

音響映像
機器

その他

655 写真機器材 カメラ
（デジタ
ルカメラ
を含
む）・
フィルム

印画紙・
現像液

ＤＰＥ その他

660 情報処理用
機器材

大型汎用
コン
ピュータ
(スーパー
コン
ピュータ
等）

オフィス
コン
ピュータ

パーソナ
ルコン
ピュータ

CAD・ＣA
Ｍ

サーバー 磁気テー
プ・カ
セット

コン
ピュータ
周辺機器

パッケー
ジソフト
ウエア

サプライ
用品

その他

665 事務機器 製版機 シュレッ
ダー

複写機 軽印刷機 帳合機 マイクロ
リーダー

サプライ
用品

卓上製本
機

裁断機 その他

670 什器 机・椅子
（事務
用）

机・椅子
（会議
用）

テーブル ロッカー 棚 応接セッ
ト

収納家具 特注品
（木製）

特注品
（金属製
ほか）

その他

675 文房具・事
務用品

文房具 一般封筒 プラ窓封
筒

セル窓封
筒

その他

680 紙 再生紙
（複写機
用を除
く）

複写機用
再生紙

上質紙 ダンボー
ル

ＰＰＣ用
紙

フォーム
紙

その他

685 印章 公印（木
印等）

ゴム印 回転印 スタンプ その他

690 自動車 乗用車 トラッ
ク、バス

特殊車両
（フォー
クリフ
ト、ブル
トー
ザー、ト
ラクター
を含む）

消防自動
車

救急車 起震車 路面清掃
車

塵芥車 バキュー
ム車

その他

695 自転車その
他の車類

オートバ
イ

自転車 原動機付
自転車

その他

営業種目
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７ 営業種目／細目コード表

【物品】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

700 自動車用品 タイヤ・
チューブ

カー用品 工具 バッテ
リー

部品 チェーン ＤＰＦ
（相模
原）

その他

705 医療機器 生体検査
機器（心
電計等）

検体検査
機器（遠
心分離器
等）

治療用機
器（ﾚｰ
ｻﾞｰ・赤外
線治療機
器等）

放射線関
連機器
（ｘ線撮
影機、磁
気共鳴診
断装置）

手術関連
機器

看護器具 歯科用機
器

眼科用機
器

その他

710 計測機器類
(医療用を
除く）

測量用機
器

環境測定
機器

放射線測
定機器

実験用測
定機器

その他

715 理化学機器
類

光分析機
器

気体分析
機器

液体分析
機器

実験用機
器

実験用什
器

光学機器
（顕微
鏡、投影
機等）

試験検査
機器

理化学消
耗品

その他

720 時計・メガ
ネ

置時計・
掛時計・
腕時計

ストップ
ウォッチ

競技用特
殊時計

メガネ その他

725 寝具 布団 毛布 敷布 座布団 ベッド
（介護用
を除く）

枕 マットレ
ス

その他

730 縫製品 制服 作業服 事務服 防寒衣 白衣 雨衣 靴下 ネクタイ 手袋（皮
製品を除
く）

その他

735 帽子類 制帽（警
察官用を
除く）

作業帽 運動帽 ヘルメッ
ト（警察
官用を除
く）

警察官用
制帽

警察官用
乗車ヘル
メット

警察官用
ヘルメッ
ト

その他

740 製靴 運動靴 革靴 ゴム長靴 安全靴 地下足袋 ナース
シューズ

注文靴 警察官用
革靴

調理用
シューズ

その他

745 皮革 ベルト 手袋 鞄 その他
750 装飾・繊維 旗、のぼ

り
懸垂幕・
横断幕

シート テント 暗幕、ど
ん帳

カーテン ブライン
ド

ジュータ
ン

間仕切り その他

755 標章類 バッチ カップ・
盾

犬鑑札 門標 制服付属
品

徽章 その他

760 運動用品 運動用具 武具 体育器具 スポーツ
ウエア

スポーツ
シューズ

登山用具 潜水用品 石灰 競技用紙
雷管

その他

765 看板 木・布看
板

プラス
チック看
板

金属看板 電飾看板 道路標識 住居表示
板

原付標識 カーブミ
ラー

その他

770 金物雑貨 金物・雑
貨

家庭用品 トイレッ
トペー
パー

食器（給
食用は除
く）

石鹸・洗
剤類

ワックス
類

ガラス
器、陶器

その他

775 業務用厨房
機器類

調理用機
器

調理台・
流し台

食器洗浄
器

給湯器 冷凍機 冷蔵庫 給食用食
器

厨房用品 その他

780 通信機器 電話機 ファクシ
ミリ

電話交換
機

無線機 その他

785 家庭用電気
機器

家電製品 照明器具 乾電池 家庭用空
調機器

家庭用電
気材料

その他

790 産業用電気
機器・資材

舞台照明
機器

業務用音
響機器

ケーブル 配電盤 蓄電池 業務用ラ
ンドリー
機器

業務用電
気材料

変圧器 その他

795 冷暖房機器 業務用冷
房機

業務用暖
房機

業務用空
調機

ボイラー その他

800 種苗飼肥料 種苗 肥料 飼料 樹木 園芸用
品・機器

生花 その他

805 農機具(除ﾄ
ﾗｸﾀｰ)

農機具 芝刈り機 畜産用機
器

噴霧器 コンバイ
ン

その他

810 石油類
（ローリー
納め）

ガソリン 軽油 重油 ジェット
燃料

灯油 　 　 その他

815 石油類（店
頭販売）

ガソリン 軽油 エンジン
オイル

灯油 その他

営業種目
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７ 営業種目／細目コード表

【物品】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

820 その他の燃
料

ＬＰガス 木炭・石
炭・コー
クス

天然ガス その他

825 消防防災用
品

消火器 避難具 消防ポン
プ・ホー
ス

消火薬
品・中和
剤

防火服・
保護具

災害救助
用機器

防災備蓄
倉庫

非常食 防犯用品 その他

830 医療用薬
品・衛生材
料

医薬品
（家庭用
を除く）

医療用ガ
ス

衛生材料
（歯科用
を除く）

歯科用衛
生材料

家庭用医
薬品

その他

835 産業用薬品 農薬 動物薬 工業用薬
品

工業用ガ
ス

水道用薬
品

その他

840 船舶・航空
機

小型船舶
（総ﾄﾝ数
20ﾄﾝ未
満）

ボート 船舶用品
（浮輪・
救命具を
含む。）

漁業用具 航空機 ヘリコプ
ター

その他

841 船舶製造等
の請負

船舶製造
（総ﾄﾝ数
20ﾄﾝ以
上）

船舶修理 船舶用内
燃機関の
製造又は
修理

船舶係留
施設の製
造又は修
理

その他

845 水道用機器
材

バルブ メーター ろ過材 その他

850 発電用機器
材

発電所用
発電機

変電機器 受配電設
備

その他

855 警察用品
(除：制
服・制帽）

拳銃ケー
ス

警棒 帯革 手錠 捕縄 鑑識用機
器材

防護用品 警察手帳 その他

860 建物 建物 その他
865 記念品・贈

答品
時計 カメラ 花器 万年筆 ティッ

シュ
タオル 食料品 啓発用品 その他

870 百貨店 全品目 その他
875 福祉・介護

用機器
各種療法
機器

評価測定
機器

移動用機
器

日常生活
動作訓
練・自立
支援機器

特殊入浴
装置

介護ベッ
ド

介護用品 車椅子 その他

880 教材・教具 遊具 教育教材 保育教材 交通安全 教材用機
器

その他

885 工事用材料
等

セメント れき
（瀝）青
材料

石材 コンク
リート２
次製品

植栽用苗
木

真土、砂 芝 水道管類 鉄骨等鋼
材

その他

890 その他の物
品

選挙用品 食料品 他に属
さない
品目
（展示
品、模
型、ご
み焼却
炉、ガ
ラス
等）

900 物件の借入
れ

情報処理
装置

医療機器 寝具・お
むつ

光学・視
聴覚・事
務機器

電気・通
信機器

実験・計
測機器

什器 船・自動
車

建物・仮
設建物

その他

910 不用物品の
買受け

自動車 古紙 びん・缶 ペットボ
トル

鉄屑 その他

営業種目
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８ 簡易な申請ができる営業種目／細目コード表

【一般委託】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

465 映画・ビデ
オ制作委託

映画 ビデオ・
CD-ROM・
DVD

音響媒体 スライ
ド・写真

その他

470 航空写真・
図面製作委
託

航空写真 航空写真
から図面
制作

地図作成 その他

475 デザイン製
作委託

デザイン イラスト その他

480 試験検査機
器保守管理
委託

保守管理 その他

485 情報処理業
務委託

ｼｽﾃﾑ開発
(ｼｽﾃﾑ･ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ開発､
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ）

入力ﾃﾞｰﾀ
作成

ｼｽﾃﾑ運用
保守

ＯＡ機器
保守点検

その他

490 医療事務委
託

医事業務
（医療費
の請求）

病院事務
（夜間受
付・案内
等）

その他

510 調査業務委
託

意識調査 市場調査 交通量調
査

生物調査 文化財調
査

漏水調査 下水道Ｔ
Ｖ調査

その他

525 広告・宣伝
委託

新聞、チ
ラシ

テレビ、
ラジオ

交通機関 その他
の媒体

535 複写サービ
ス提供業務
の委託

複写サー
ビス

その他

540 森林整備業
務の請負

育林 素材生産 簡易土木 修景業務 その他

555 樹木保護管
理の委託

樹木 公園等管
理

花壇 除草 その他

565 その他の業
務請負等委
託

外国語通
訳・翻訳

議事録作
成

反訳・速
記

封入封緘 収納代行 　 その他

【物品】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

630 書籍 一般書籍 地図 洋書 その他
635 機械工具 旋盤・

ボール
盤・プレ
ス機械

ポンプ 切断機 溶解機・
溶断機

電動工具 木工機械 雑工具 ミシン 小型発電
機

その他

640 土木建設機
械(除車両)

削岩機 杭打機 クレーン その他

645 楽器 洋楽器 和楽器 電気楽器 CD、レ
コード

楽譜 その他

650 視聴覚機器 映写機 ビデオプ
ロジェク
ター

ＬＬ機器
材

映画フィ
ルム

ﾋﾞﾃﾞｵ・
CD-ROM・
DVDｿﾌﾄ

音響映像
機器

その他

655 写真機器材 カメラ
（デジタ
ルカメラ
を含
む）・
フィルム

印画紙・
現像液

ＤＰＥ その他

660 情報処理用
機器材

大型汎用
コン
ピュータ
(スーパー
コン
ピュータ
等）

オフィス
コン
ピュータ

パーソナ
ルコン
ピュータ

CAD・ＣA
Ｍ

サーバー 磁気テー
プ・カ
セット

コン
ピュータ
周辺機器

パッケー
ジソフト
ウエア

サプライ
用品

その他

営業種目

営業種目

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣153



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【資格申請システム　申請の手引き】

８ 簡易な申請ができる営業種目／細目コード表

【物品】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

665 事務機器 製版機 シュレッ
ダー

複写機 軽印刷機 帳合機 マイクロ
リーダー

サプライ
用品

卓上製本
機

裁断機 その他

670 什器 机・椅子
（事務
用）

机・椅子
（会議
用）

テーブル ロッカー 棚 応接セッ
ト

収納家具 特注品
（木製）

特注品
（金属製
ほか）

その他

675 文房具・事
務用品

文房具 一般封筒 プラ窓封
筒

セル窓封
筒

その他

680 紙 再生紙
（複写機
用を除
く）

複写機用
再生紙

上質紙 ダンボー
ル

ＰＰＣ用
紙

フォーム
紙

その他

685 印章 公印（木
印等）

ゴム印 回転印 スタンプ その他

690 自動車 乗用車 トラッ
ク、バス

特殊車両
（フォー
クリフ
ト、ブル
トー
ザー、ト
ラクター
を含む）

消防自動
車

救急車 起震車 路面清掃
車

塵芥車 バキュー
ム車

その他

695 自転車その
他の車類

オートバ
イ

自転車 原動機付
自転車

その他

700 自動車用品 タイヤ・
チューブ

カー用品 工具 バッテ
リー

部品 チェーン ＤＰＦ
（相模
原）

その他

715 理化学機器
類

光分析機
器

気体分析
機器

液体分析
機器

実験用機
器

実験用什
器

光学機器
（顕微
鏡、投影
機等）

試験検査
機器

理化学消
耗品

その他

720 時計・メガ
ネ

置時計・
掛時計・
腕時計

ストップ
ウォッチ

競技用特
殊時計

メガネ その他

725 寝具 布団 毛布 敷布 座布団 ベッド
（介護用
を除く）

枕 マットレ
ス

その他

730 縫製品 制服 作業服 事務服 防寒衣 白衣 雨衣 靴下 ネクタイ 手袋（皮
製品を除
く）

その他

735 帽子類 制帽（警
察官用を
除く）

作業帽 運動帽 ヘルメッ
ト（警察
官用を除
く）

警察官用
制帽

警察官用
乗車ヘル
メット

警察官用
ヘルメッ
ト

その他

740 製靴 運動靴 革靴 ゴム長靴 安全靴 地下足袋 ナース
シューズ

注文靴 警察官用
革靴

調理用
シューズ

その他

745 皮革 ベルト 手袋 鞄 その他
750 装飾・繊維 旗、のぼ

り
懸垂幕・
横断幕

シート テント 暗幕、ど
ん帳

カーテン ブライン
ド

ジュータ
ン

間仕切り その他

755 標章類 バッチ カップ・
盾

犬鑑札 門標 制服付属
品

徽章 その他

765 看板 木・布看
板

プラス
チック看
板

金属看板 電飾看板 道路標識 住居表示
板

原付標識 カーブミ
ラー

その他

770 金物雑貨 金物・雑
貨

家庭用品 トイレッ
トペー
パー

食器（給
食用は除
く）

石鹸・洗
剤類

ワックス
類

ガラス
器、陶器

その他

775 業務用厨房
機器類

調理用機
器

調理台・
流し台

食器洗浄
器

給湯器 冷凍機 冷蔵庫 給食用食
器

厨房用品 その他

780 通信機器 電話機 ファクシ
ミリ

電話交換
機

無線機 その他

785 家庭用電気
機器

家電製品 照明器具 乾電池 家庭用空
調機器

家庭用電
気材料

その他

営業種目
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８ 簡易な申請ができる営業種目／細目コード表

【物品】
細目01 細目02 細目03 細目04 細目05 細目06 細目07 細目08 細目09 細目99

790 産業用電気
機器・資材

舞台照明
機器

業務用音
響機器

ケーブル 配電盤 蓄電池 業務用ラ
ンドリー
機器

業務用電
気材料

変圧器 その他

795 冷暖房機器 業務用冷
房機

業務用暖
房機

業務用空
調機

ボイラー その他

805 農機具(除ﾄ
ﾗｸﾀｰ)

農機具 芝刈り機 畜産用機
器

噴霧器 コンバイ
ン

その他

825 消防防災用
品

消火器 避難具 消防ポン
プ・ホー
ス

消火薬
品・中和
剤

防火服・
保護具

災害救助
用機器

防災備蓄
倉庫

非常食 防犯用品 その他

860 建物 建物 その他
865 記念品・贈

答品
時計 カメラ 花器 万年筆 ティッ

シュ
タオル 食料品 啓発用品 その他

875 福祉・介護
用機器

各種療法
機器

評価測定
機器

移動用機
器

日常生活
動作訓
練・自立
支援機器

特殊入浴
装置

介護ベッ
ド

介護用品 車椅子 その他

880 教材・教具 遊具 教育教材 保育教材 交通安全 教材用機
器

その他

890 その他の物
品

選挙用品 食料品 他に属
さない
品目
（展示
品、模
型、ご
み焼却
炉、ガ
ラス
等）

営業種目
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 ９ 一般委託、物品にかかる許可等の一覧　【一般委託】

【資格申請システム　申請の手引き】

営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件

400
庁舎等建物又はその敷地の維
持管理に必要な清掃の請負

01 床・ガラス 建築物清掃業登録証明書 任意
01 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
02 便所 建築物清掃業登録証明書 任意
02 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
03 オイルタンク 建築物清掃業登録証明書 任意
03 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
04 建築物内空気環境測定 建築物空気環境測定業登録証明書 任意
05 管・煙突 建築物空気調和用ダクト清掃業登録証明書 任意
05 建築物排水管清掃業登録証明書 任意
06 貯水槽 建築物飲料水水質検査業登録証明書 任意
06 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書 任意
07 外壁 建築物清掃業登録証明書 任意
07 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
08 病院清掃 建築物清掃業登録証明書 任意
08 建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書 任意
08 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
09 博物館・美術館･ﾎｰﾙ等 建築物清掃業登録証明書 任意
09 建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書 任意
09 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意

405 清掃請負（庁舎外）
01 路面清掃 産業廃棄物収集・運搬業許可証 任意
02 側溝清掃 産業廃棄物収集・運搬業許可証 任意
03 下水道清掃 産業廃棄物収集・運搬業許可証 任意

410 廃棄物処理の請負
01 一般廃棄物収集・運搬 一般廃棄物収集・運搬業許可証 任意
02 産業廃棄物収集・運搬 産業廃棄物収集・運搬業許可証 準必須

03 医療廃棄物収集・運搬 特別管理廃棄物収集・運搬業許可証 準必須

04 産業廃棄物処分 産業廃棄物処分業許可証 準必須
05 産あい物処理 産あい物処理業許可証 準必須

415 クリーニングの請負
01 寝具（殺菌乾燥を含む） クリーニング所検査確認済証 準必須
01 クリーニング師免許証 必須
02 一般被服 クリーニング所検査確認済証 準必須
02 クリーニング師免許証 必須
03 医療用被服 クリーニング所検査確認済証 準必須
03 クリーニング師免許証 必須
04 オムツ クリーニング所検査確認済証 準必須
04 クリーニング師免許証 必須
05 椅子カバー クリーニング所検査確認済証 準必須
05 クリーニング師免許証 必須
06 カーテン クリーニング所検査確認済証 準必須
06 クリーニング師免許証 必須
07 防炎加工 防炎表示者登録通知書 必須

420 運搬・保管の請負
01 事務室移転 一般貨物自動車運送事業の経営の許可書 or必須

貨物軽自動車運送事業経営届出書 or必須
02 美術品輸送 一般貨物自動車運送事業の経営の許可書 or必須

貨物軽自動車運送事業経営届出書 or必須
03 物品等輸送 一般貨物自動車運送事業の経営の許可書 or必須

貨物軽自動車運送事業経営届出書 or必須
04 ｽｸｰﾙﾊﾞｽ等運行 特定旅客自動車運送事業の経営の許可書 or必須

一般貸切旅客自動車運送事業の経営の許可書 or必須
05 自動車運転代行 自動車運転代行業の認定証 必須
06 送迎サービス 一般乗用旅客自動車運送事業の経営の許可書 or必須

一般貸切旅客自動車運送事業の経営の許可書 or必須
07 土砂・海上運搬 一般貨物自動車運送事業の経営の許可書 or必須

貨物軽自動車運送事業経営届出書 or必須
08 保管 倉庫業許可書又は登録通知書 必須

（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市又は横須賀市発行のもの）

（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市又は横須賀市発行のもの）
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営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件

425 総合建物管理の委託
01 一般庁舎 警備業認定証 必須
02 病院等医療機関 警備業認定証 必須
03 博物館・美術館・ホール 警備業認定証 必須
04 教育施設 警備業認定証 必須
05 ごみ処理施設 警備業認定証 必須

430 建物設備保守管理委託
02 ボイラー保守・運転 ボイラー技士免許証 必須

06
建物に関する日常的な電気設
備保守・運転 電気主任技術者免状 任意

435
汚水処理施設等保守管理の委
託

03 浄化槽 浄化槽保守点検業登録通知書 必須
440 警備・受付の委託

01 人的警備 警備業認定証 必須
02 機械警備 機械警備業務開始届出書 必須
02 警備業認定証 必須
99 体育施設・プール 警備業認定証 必須

445 消防施設保守管理委託
01 消防設備点検 消防設備士免状 or必須
01 消防設備点検資格者免状 or必須

450 電気通信設備保守管理委託
01 電気設備保守点検 電気主任技術者免状 任意
02 通信設備保守点検 電気通信主任技術者資格証 任意
03 信号機保守点検 電気主任技術者免状 任意

455 エレベーター保守管理委託
04 昇降機法定検査 昇降機検査員資格者証 必須

460 害虫駆除委託
01 鼠・昆虫駆除 建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書 任意

495 環境影響調査
01 大気汚染 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
02 水質汚染 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
03 土壌汚染 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
04 悪臭 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
05 廃棄物 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
06 音圧 計量証明事業者登録証（音圧） 必須
07 振動加速度 計量証明事業者登録証（振動加速度レベル） 必須

500 検査業務委託
02 臨床検査 衛生検査所登録証明書 or必須
02 病院（診療所、歯科診療所、助産所）開設届出書 or必須
04 血液検査 衛生検査所登録証明書 or必須
04 病院（診療所、歯科診療所、助産所）開設届出書 or必須

505 損失補償調査
01 土地調査 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
02 土地評価 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
03 物件建築 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
04 物件庭園 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
05 機械工作 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
06 営業補償 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
07 事業損失 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
08 補償関連 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意

513 土地家屋調査士業務の委託
01 土地家屋調査士業務 土地家屋調査士登録証 or必須
01 土地家屋調査士会員証 or必須

515 不動産鑑定の委託
01 不動産鑑定 不動産の鑑定評価に関する法律に基づく登録通知書 必須
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営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件

520 給食業務委託
01 調理員派遣方式 調理師免許証 or必須
01 栄養士免許証 or必須
02 調理済給食配達方式 飲食店営業許可証 必須

530 催事関係業務委託
04 旅行（国外） 旅行業許可証 or必須
05 旅行（国内） 旅行業許可証 or必須

560 労働者派遣業務 労働者派遣事業許可証 必須
【資格要件】

必　須：当該許可等が認定にあたって必要となるもの。
準必須：許可等の発行者が複数あるとき、うち最低ひとつは必要となるもの。
or必須：同一細目内に複数の許可等があるとき、うち最低ひとつは必要となるもの。
任　意：認定にあたって必要とまでいえないもの。
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 ９ 一般委託、物品にかかる許可等の一覧　【物品】

【資格申請システム　申請の手引き】

営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件

705 医療機器
01 生体検査機器（心電計等） 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
01 管理医療機器販売業届書 任意
01 医療機器製造業許可証 任意
01 医療機器製造販売業許可証 任意

02
検体検査機器（遠心分離器
等） 高度管理医療機器等販売業許可証 任意

02 管理医療機器販売業届書 任意
02 医療機器製造業許可証 任意
02 医療機器製造販売業許可証 任意

03
治療用機器（ﾚｰｻﾞｰ・赤外線
治療機器等） 高度管理医療機器等販売業許可証 任意

03 管理医療機器販売業届書 任意
03 医療機器製造業許可証 任意
03 医療機器製造販売業許可証 任意

04
放射線関連機器（ｘ線撮影
機、磁気共鳴診断装置） 高度管理医療機器等販売業許可証 任意

04 管理医療機器販売業届書 任意
04 医療機器製造業許可証 任意
04 医療機器製造販売業許可証 任意
05 手術関連機器 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
05 管理医療機器販売業届書 任意
05 医療機器製造業許可証 任意
05 医療機器製造販売業許可証 任意
06 看護器具 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
06 管理医療機器販売業届書 任意
06 医療機器製造業許可証 任意
06 医療機器製造販売業許可証 任意
07 歯科用機器 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
07 管理医療機器販売業届書 任意
07 医療機器製造業許可証 任意
07 医療機器製造販売業許可証 任意
08 眼科用機器 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
08 管理医療機器販売業届書 任意
08 医療機器製造業許可証 任意
08 医療機器製造販売業許可証 任意

710 計測機器類 (医療用を除く）
01 測量用機器 特定計量器販売事業届出書 任意
01 特定計量器製造事業届出書 任意
02 環境測定機器 特定計量器販売事業届出書 任意
02 特定計量器製造事業届出書 任意
03 放射線測定機器 特定計量器販売事業届出書 任意
03 特定計量器製造事業届出書 任意
04 実験用測定機器 特定計量器販売事業届出書 任意
04 特定計量器製造事業届出書 任意

760 運動用品
09 競技用紙雷管 火薬類販売許可証 必須

800 種苗飼肥料
02 肥料 肥料販売業務開始届出書 必須
03 飼料 飼料販売業者届出書 必須

810 石油類（ローリー納め）
01 ガソリン 石油製品販売業開始届出書 必須
02 軽油 石油製品販売業開始届出書 必須
03 重油 石油製品販売業開始届出書 必須
04 ジェット燃料 石油製品販売業開始届出書 必須
05 灯油 石油製品販売業開始届出書 必須
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 ９ 一般委託、物品にかかる許可等の一覧　【物品】

【資格申請システム　申請の手引き】

営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件

815 石油類（店頭販売）
01 ガソリン 石油製品販売業開始届出書 or必須
01 揮発油販売業者登録通知書 or必須
01 危険物取扱所設置許可書 任意
02 軽油 石油製品販売業開始届出書 必須
02 危険物取扱所設置許可書 任意
04 灯油 石油製品販売業開始届出書 任意
04 危険物取扱所設置許可書 任意

820 その他の燃料
01 ＬＰガス 液化石油ガス販売業登録済証 必須
01 液化石油ガス設備士免状 任意
03 天然ガス 高圧ガス販売事業届出書 必須
03 高圧ガス製造許可証 任意

830 医療用薬品・衛生材料
01 医薬品（家庭用を除く） 医薬品販売業許可証 任意
01 医薬品製造業許可証 任意
01 医薬部外品製造業許可証 任意
01 医薬品製造販売業許可証 任意
01 毒物劇物販売業登録票 任意
01 毒物劇物輸入業登録票 任意
01 毒物劇物製造業登録票 任意
01 麻薬卸売業者免許証 任意
01 麻薬小売業者免許証 任意
01 麻薬大麻取扱者免許証 任意
01 放射線同位元素販売業許可証 任意
01 薬局開設許可証 任意
02 医療用ガス 高圧ガス販売事業届出書 任意
02 高圧ガス製造許可証 任意
05 家庭用医薬品 医薬品販売業許可証 任意
05 薬局開設許可証 任意

835 産業用薬品
01 農薬 農薬販売届 必須
01 毒物劇物販売業（農業用品目）登録票 任意
02 動物薬 動物用医薬品販売業許可証 or必須
02 動物用医薬品製造業許可証 or必須
02 動物用医薬部外品製造業許可証 or必須
02 動物用医薬品製造販売業許可証 or必須
03 工業用薬品 医薬品販売業許可証 任意
03 医薬品製造業許可証 任意
03 医薬部外品製造業許可証 任意
03 医薬品製造販売業許可証 任意
03 毒物劇物販売業登録票 任意
03 毒物劇物輸入業登録票 任意
03 毒物劇物製造業登録票 任意
04 工業用ガス 高圧ガス販売事業届出書 任意
04 高圧ガス製造許可証 任意
05 水道用薬品 医薬品販売業許可証 任意
05 医薬品製造業許可証 任意
05 医薬部外品製造業許可証 任意
05 医薬品製造販売業許可証 任意
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 ９ 一般委託、物品にかかる許可等の一覧　【物品】

【資格申請システム　申請の手引き】

営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件

841 船舶製造等の請負
01 船舶製造（総ﾄﾝ数20ﾄﾝ以上） 造船施設又は設備の許可証又は登録証 任意
01 造船業開始届出書 任意
01 小型船造船業登録済証 任意
02 船舶修理 造船施設又は設備の許可証又は登録証 任意
02 造船業開始届出書 任意
02 小型船造船業登録済証 任意

03
船舶用内燃機関の製造又は修
理 船舶用推進機関の製造業の開始届 任意

03 船舶用ボイラーの製造業の開始届 任意
900 物件の借入れ

02 医療機器 高度管理医療機器等貸与業許可証 任意
02 管理医療機器貸与業届書 任意
09 建物・仮設建物 建設業許可証 任意

910 不用物品の買受け
01 自動車 古物商許可証 必須

【資格要件】
必　須：当該許可等が認定にあたって必要となるもの。
準必須：許可等の発行者が複数あるとき、うち最低ひとつは必要となるもの。
or必須：同一細目内に複数の許可等があるとき、うち最低ひとつは必要となるもの。
任　意：認定にあたって必要とまでいえないもの。

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣161



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 10 細目説明一覧表【 工 事 】

【資格申請システム　申請の手引き】

０１０ 土木工事業 土木一式

05 道路 総合的な企画、指導、調整の下に行う道路工事 道路拡幅改良工事、歩道整備工事
06 河川 総合的な企画、指導、調整の下に行う河川工事 護岸工事、河床コンクリート工事

07 管渠布設
総合的な企画、指導、調整の下に行う下水管渠布設 管渠敷設工事（開削工）、管渠敷設工事（推進）、管渠敷設工事

（シールド）、幹線又は枝線築造工事、下水道整備工事（面整備）

０２０ 建築工事業 建築一式

05 木造 総合的な企画、指導、調整のもとに行う木造建築物工事

校舎耐震補強工事、体育館耐震補強工事

大工工事、型枠工事、造作工事
０３０ 大工工事業 大工

その他大工工事

０４０ 左官工事業 左官
その他左官工事

０５０ とび

01 法面処理 法面処理工事 法面処理工事
02 吹付 法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事 法面処理における吹付工事

06 地盤改良 薬液注入などにより地盤を改良する工事 地盤改良工事
07 外構 公園などの外構工事 ネットフェンス工事、門扉設置工事

リバース杭工事、ベノト杭工事、アースドリル杭工事

その他とび・土工・コンクリート工事

０６０ 石工事業 石

その他石工事

０７０ 屋根工事業 屋根
その他屋根工事

とび・土工・コ
ンクリート工事
業

08

99 その他

その他

09

04
標識等道路付
属物設置

特殊基礎（場
所打杭工事）

05 グラウト

99

99 その他

08 管渠更生

パルテムＳＺ工法、ＩＣＰブリース工法、オールライナー工
法、グロー工法、シームレスシステム工法、インシチュ
フォーム工法などにより、総合的な企画、指導、調整の下に
行う下水管渠更生工事

管渠更生工事

08 耐震補強
総合的な企画、指導、調整のもとに行う建築物の耐震補強
工事

06

99 その他

99 その他

木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、又は工
作物に木製設備を取付ける工事。

99 その他

上記以外の総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建
設する工事

02 ＳＲＣ

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこ
て塗り、吹き付け、又ははり付ける工事

石材（石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。）
の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材
を取付ける工事

屋根ふき工事

ひび割れ、空洞等の隙間にモルタル、薬液等を注入し、充
填する工事

ボーリンググラウト工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張り）工事

アースオーガリバース、オールケーシング工法等でコンクリ
－トくいを築造する工事

07 ＰＣプレハブ
総合的な企画、指導、調整のもとに行うＰＣプレハブ造建築
物工事

公営住宅建設工事

鉄骨プレハブ

ガードレール、標識等を組立て、設置する工事 ガードレール設置工事、道路標識工事、防音壁工事、道路反射
鏡設置、道路案内標識設置

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ
出し工事、洗い出し工事

99 その他

イ）足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬
配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ）くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ）土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ）コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ）その他基礎的ないしは準備的工事

イ）とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配
置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ）くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ）土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ）コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工
事、プレストレストコンクリート工事
ホ）地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、
土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路
付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、
はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工
事、潜水工事

総合的な企画、指導、調整のもとに行う鉄骨プレハブ造建
築物工事

01 建築解体
構造物の再構築を前提とした、総合的な企画、指導、調整
の下に行う解体工事

仮設事務所建設工事

04 鉄骨造
総合的な企画、指導、調整のもとに行う鉄骨造建築物工事

03 ＲＣ
総合的な企画、指導、調整のもとに行う鉄筋コンクリート造
建築物工事

営業種目
コード 業種名 略　　　称

細目
コード 工事分類名

業　　　　　　　　　　　　種 特殊工事分類（細目）
工事の内容

04 シールド
総合的な企画、指導、調整の下に行うシールド工法によりト
ンネルを築造する工事

03

02 グラウト
総合的な企画、指導、調整の下に行う岩盤、土中、コンク
リート等にモルタル、セメントペースト等を注入する工事

推進
総合的な企画、指導、調整の下に行う推進工法による管等
を埋設する工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する
工事（補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。）

工事の例示

特殊基礎（既
製杭工事）

既製くい等を打撃、圧入、振動、ジェット、プレポーリング又
は中堀工法により打つ工事

鋼管矢板基礎工事、コンクリート杭打込み工事、鋼製杭引抜工
事

01 ＰＣ
総合的な企画、指導、調整の下に行うＰＣによる橋梁工事
等工事

ＰＣ橋梁工事、ＰＣロックシールド橋梁工事

09 港湾海洋
総合的な企画、指導、調整の下に行う港湾、海洋施設建設
工事

港湾工事、防潮堤工事、防波堤工事、人工リーフ工事、離岸堤
工事、潜堤工事

上記以外の総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物
を建設する工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工
事。

建物新築・建築確認を必要とする増築工事など

管渠工事、トンネル工事、油送工事、道路工事、宅地造成工事、
送水・配水施設工事、護岸工事、堤防工事、樋管工事、砂防工
事、海岸工事、防波堤工事、消波堤工事、離岸堤工事、ダム工
事、貯水池・用水池建設工事、水路工事、かんがい排水工事、
港湾工事、干拓工事、地下鉄工事、地下工作物工事、鉄道軌道
工事、伏樋工事、橋梁工事、水源施設工事など

管埋設工事

トンネル工事、下水道工事

総合的な企画、指導、調整のもとに行う鉄骨鉄筋コンクリー
ト造建築物工事
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 10 細目説明一覧表【 工 事 】

【資格申請システム　申請の手引き】

０８０ 電気工事業 電気

02 道路照明 道路照明設備等を設置する工事 道路照明設備工事、防犯灯設置工事

08 重電機設備 上記細目以外の重電機設備工事
その他電気工事

０９０ 管工事業 管

01 給排水衛生 給排水設備を設置する工事 給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、水洗便所設備工事
02 冷暖房空調 冷暖房、空気調和のための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、空気調和設備工事、ダクト工事
03 浄化槽設備 浄化槽、合併処理浄化槽を設置する工事 浄化槽工事、合併処理浄化槽工事
04 ガス配管 ガス管の配管を設置する工事　 ガス管配管工事
05 給水管布設 給水管の布設工事 給水管布設工事（宅地内等）
06 管内更生 管内更生工事 管内更生工事
07 厨房設備 厨房設備工事 厨房設備工事

その他管工事

１００ タイル

04 築炉 れんが、コンクリートブロック、タイル等を使用した築炉工事
その他タイル・れんが・ブロック工事

１１０ 鋼構造
01 鋼橋上部 鋼材を用いて作成する橋桁等製作架設工事 橋梁工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工、組立てにより鉄骨を築造する 鉄骨工事、バックネット加工組立て工事、避難階段設置工事

鉄塔工事、鉄構工事

閘門・水門などの門扉設置工事

プール工事

その他鋼構造物工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
１２０ 鉄筋工事業 鉄筋 その他鉄筋工事

１３０ 舗装工事業 舗装

06 路盤築造 路盤築造工事 路盤築造工事
その他舗装工事

ブロック舗装工事

99 その他

05 水門等の門扉

樹脂モルタル舗装工、景観透水性舗装工、樹脂系すべり止め舗
装工

アスファルト舗
装

アスファルトを使用した舗装工事 アスファルト舗装工事

04
コンクリート舗
装

コンクリートを使用した舗装工事 コンクリート舗装工事

02
薄層カラー舗
装

その他

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕
石等により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、
路盤築造工事

01 樹脂舗装
合成樹脂を用いたすべり止めを目的とした舗装工事 路面補修（樹脂系のペイントを散布する）工事、橋面補強防水工

事

その他

99

99

鋼構造物工事
業

02
橋梁（自社工
場あり）

鋼橋上部工以外の形鋼、鋼板等の鋼材の加工、組立てに
より鋼橋梁などを築造する工事

注）既に加工された鋼橋梁などを組立てるのみの工事は、
とび・土木工事業の鉄骨等組立て架設工事

03 鉄骨工事 注）既に加工された鉄骨を組立てるのみの工事は、とび・土
木工事業の鉄骨等組立て架設工事

04 鉄塔

形鋼、鋼板等の鋼材の加工、組立てにより鉄塔等を築造す
る工事

02
レンガ積み
（張り）

れんがを使用し工作物等を築造する工事

03 タイル張り
タイルを使用し工作物等を築造する工事 タイル材を使用した橋面、デッキ面、道路面等における新設、修

繕工事

99 その他

99 その他

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は
工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付
け、又ははり付ける工事

コンクリートブロック積み（張り）工事、れんが積み（張り）工事、タイ
ル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事タイル・れん

が・ブロック工
事業

01
コンクリートブ
ロック積み（張
り）

コンクリートブロック材を使用し工作物等を築造する工事

06 計装制御設備
計装設備の設計、製作、設置、調整を行う工事
(プラントの各過程における圧力、流量、水位、温度、濃度
等の状態を監視・記録し、プラント機器の制御を行う設備。)

計装盤、監視盤、計測盤、制御盤、計測機器、水位計盤、水質
計盤、流量計盤等設置工事

特殊な材料を利用した管路・ｹｰﾌﾞﾙ敷設工事 送配電線工事、各種ケーブル(光ｹｰﾌﾞﾙ、油入りｹｰﾌﾞﾙ、海底ｹｰ
ﾌﾞﾙ等）工事

99 その他

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設
備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水
蒸気等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給
排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工
事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生
工事

07 特殊ケーブル

受配電設備
受配電設備の設計、製作、設置、調整を行う工事 高圧引込受電盤・低圧受電盤・変圧器盤・各種機器運転制御

盤・現場操作盤設置工事、特別高圧受配電設備設置工事

03 発電変電設備

05
無停電電源設
備

無停電電源設備の設計、製作、設置、調整を行う工事、電
力会社停電あるいは電圧低下等による、施設の停止を
小限にとどめるための設備。制御装置、蓄電池、インバー
タ、整流器等で構成。

無停電電源装置(蓄電池式)、直流電源設備、少容量無停電電
源装置設置工事、ＣＶＣＦ、ＵＰＳ

業　　　　　　　　　　　　種 特殊工事分類（細目）
工事の内容 工事の例示営業種目

コード 業種名 略　　　称
細目
コード 工事分類名

形鋼、鋼板等の鋼材の加工、組立てにより閘門、水門、等
の門扉を製作、据付する工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工、組立てによりプールを築造す
る工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設
置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構
内電気設備（非常用電気設備を含む。）工事、照明設備工事、電
車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

樹脂系材料（エポキシ樹脂）と骨材（自然石等）を使用した
モルタルをコテ仕上げによって路面に敷設する工法

注）・既に加工された鉄塔を組立てるのみの工事は、とび・
土木工事業の鉄骨等組立て架設工事

発電設備(非常用予備発電設備を含む）及び変電設備を設
置する工事

水力発電設備工事、風力発電設備工事、小水力発電設備工
事、太陽光発電設備工事、自家発電設備工事等発電設備（非常
用予備発電設備を含む）工事、特別高圧・高圧受変電設備工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築
造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設
置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

01
道路標識、信
号設備

交通信号設備等を設置する工事 信号設備工事

06 プール

03

05
ブロック系舗
装

ブロック材を使用した舗装工事

04

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 163



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 10 細目説明一覧表【 工 事 】

【資格申請システム　申請の手引き】

河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
１４０ しゅ 01 河川浚渫 河川におけるしゅんせつ 河川しゅんせつ工事

02 港湾浚渫 港湾におけるしゅんせつ 港湾しゅんせつ工事
03 湖池浚渫 ダム湖など湖におけるしゅんせつ 湖池しゅんせつ工事

その他しゅんせつ工事

板金加工取付け工事、建築板金工事
１５０ 板金工事業 板金

その他板金工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
１６０ ガラス工事業 ガラス その他ガラス工事

１７０ 塗装工事業 塗装
01 路面表示 塗料、塗材等を加熱又は塗着により路面に表示する工事 路面表示工事
02 区画線 塗料、塗材等を加熱又は塗着により区画線を表示する工事 区画線工事

04 建物塗装 建築物等の塗装工事

06 屋内床面 屋内にコートラインを表示する工事

その他塗装工事

１８０ 防水工事業 防水

02 モルタル防水 防水モルタルの塗り仕上による防水工事

その他塗装工事

１９０ 内装

01 畳 畳を用いて建築物の床上げを行う工事 畳工事
02 防音 建築物における防音工事 防音工事

飛散防止フィルム貼付工事

床仕上げ工事

その他内装仕上工事

２００ 機械器具

02 油圧作動設備 油圧作動設備の設計、製作、設置、調整を行う工事 油圧ポンプ、油圧タンク、油圧駆動設備等

04 空気作動設備 空気作動設備の設計、製作、設置、調整を行う工事 空気源設備（空気圧縮機、タンク等）、空気駆動設備等

06 舞台装置 舞台装置等を設置する工事 舞台装置設置工事
07 ボイラー ボイラーを設置する工事 ボイラー設置工
08 給排気機器 トンネル、地下道等の給排気用機械器具を設置する工事 換気設備工事、送風機械設置工事

揚排水機器 揚排水機械設備を設置する工事 揚水機設置工事、排水機設置工事
（ポンプ）

その他機械器具設置工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
２１０ 熱絶縁工事業 熱絶縁

その他熱絶縁工事

02 動力
動力設備に等に付帯する配管、ダクト等の工作物を熱絶縁
する工事

動力設備熱絶縁工事

99 その他

09

99 その他

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は熱料工業、化学工
業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

01 冷暖房
冷暖房に付帯する配管、ダクトなどの工作物を熱絶縁する
工事

冷暖房設備熱絶縁工事、冷凍冷蔵設備熱絶縁工事

内装仕上工事
業

03
飛散防止フィ
ルム貼付

窓ガラス等に飛散防止フィルムを貼り付ける工事

合成樹脂、ゴム等のシート状材料を下地に接着剤等で固
定しシート相互を接着剤または溶着、溶融工法で張り合わ
せ防水層とする工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に
機械器具を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、
集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工
事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工
事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

機械器具設置
工事業

01
昇降機等運搬
機具設置

運搬機器の組立て、取付けを行う工事 昇降機設置工事、エスカレーター設置工事、自動搬送機器設置
工事

しゅんせつ工
事業

その他

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける
工事

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造
物塗装工事、路面標示工事

鉄鋼造物塗装
橋梁、横断歩道橋、鉄管等など鉄鋼構造物の塗装 橋梁塗装工事、鉄管内外面塗装工事

07 溶射
金属あるいは金属化合物の微粉末を加熱し汎溶融状とし
て吹き付け密着被覆する塗装工事

99 その他

業　　　　　　　　　　　　種 特殊工事分類（細目）
工事の内容 工事の例示営業種目

コード 業種名 略　　　称
細目
コード 工事分類名

99

屋上防水工事

03 シート防水

起重機（重量物を動力でつり上げ、上下・左右・前後に移
動させる機械）、搬送設備の設計、製作、設置、調整を行う
工事

99 その他

04 床仕上
ビニール床タイル、カーペット、ウッドカーペット等を用いて
建築物の床上げを行う工事

屋上防水工事

その他

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイ
ル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを
行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工
事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工
事

クレーン、デリック、ホィスト、インクライン、ベルトコンベア等、天井
走行クレーン

05

水処理機械設
備

上水道施設、下水道施設等の水処理機器設備を複合的に
設置する工事

薬品注入設備、掻寄機、攪拌機、濃縮機、脱水機、ﾌﾟﾗﾝﾄ設備、
水処理プラント機械設備等水処理機器設備工事、沈砂池機械設
備工事、凝集池機械設備工事、沈殿池機械設備工事、濾過池
機械設備工事、プール濾過器設備工事

08 ライニング
管などの内側壁を耐熱材、耐薬品材などで被覆する塗装
工事

ライニング工事

99 その他

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う
工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜
防水工事、シート防水工事、注入防水工事

01
アスファルト防
水

数枚のアスファルトルーフィング類を用い溶融したアスファ
ルトで下地とルーフィング類及びルーフィング相互を張り合
わせ、一体の防水層を形成する工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金
属製等の付属物を取付ける工事

03 樹脂塗装
合成樹脂ペイントの塗装を使用して建物の内外、船舶、管
等を塗装する工事

建物防触樹脂塗装工事、床等補強防水工事

05

03
起重機、搬送
設備

塗膜防水
ウレタンなどの合成ゴムやアクリルなどの合成樹脂の液体
状の材料を下地に塗り重ね、膜状の層とした防水工事

99 その他

99

04
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 10 細目説明一覧表【 工 事 】

【資格申請システム　申請の手引き】

２２０ 通信

03 無線設備 無線電気通信設備を設置する工事 無線放送機械設置工事、空中線設備工事、無線装置設備工事

05 空中線設置 空中線設備を設置する工事 アンテナ設備設置工事

08 防犯設備 ＩＴＶ等防犯設備の設計、製作、設置、調整を行う工事 ＩＴＶ設備、CCTV、セキュリティシステム、各種センサー
その他電気通信工事

２３０ 造園工事業 造園

01 広場 整地、樹木の植栽等により広場、緑地などを築造する工事 広場設備工事
公園設備工事

03 植栽工事 広場、公園等における植栽工事 植栽工事、水源涵養林整備工事
04 地被 広場、公園等における地被工事 地被工事
05 景石 広場、公園等における景石工事 景石工事
06 地ごしらえ 広場、公園等における地ごしらえ工事 地ごしらえ工事
07 園路 広場、公園等における園路工事 園路工事
08 水景 広場、公園等における水景工事 水景工事

その他造園工事

２４０ さく井工事業 さく井

その他さく井工事

２５０ 建具工事業 建具

01 サッシ 窓枠及び飾りに付ける建具類の取り付け、取り替え工事 サッシ取り付け工事、窓枠取替工事
02 シャッター シャッターを取り付ける工事 シャッター取り付け工事、取替工事
03 自動ドア 自動ドアーを取付ける工事 自動ドア取付け工事

金属製カーテンウォールを取り付ける工事 金属製カーテンウォール取付工事

その他建具工事

２６０ 水道

送配水施設
（鋼管）
送配水施設
（鋳鉄管）
送配水施設
（その他）

下水処理設備工事

その他水道施設工事

２７０ 消防

02 屋外消火設備 屋外における消火に必要な設備を設置する工事 屋外消火栓設置工事

05 排煙設備 排煙設備を設置する工事 排煙設備設置工事
その他消防施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

２８０ 清掃 01 ごみ処理施設 ごみ処理施設を総合的に設置する工事 ごみ処理施設工事、焼却施設耐火物補修工事
02 し尿処理施設 し尿処理施設を総合的に設置する工事 し尿処理施設工事

その他清掃施設工事

工作物の解体を行う工事 工作物解体工事
２９０ 解体工事業 解体 その他解体工事

消防施設工事
業

01 屋内消火設備
建物内等における消火に必要な設備を設置する工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不

燃性ガス・蒸発性液体又は、粉末による消火設備工事、動力消
防ポンプ設置工事

99 その他

避難設備を設置する工事 金属製避難はしご設置工事、救助袋設置工事、緩降機設置工
事、避難橋設置工事

その他

99 その他

清掃施設工事
業

99

03 火災警報設備
火災報知機に必要な設備を設置する工事 火災報知機設備工事、漏電火災警報機設置工事、非常警報設

備工事

04 避難設備

02 公園設備
整地、樹木の植栽、花壇、噴水、その他の修景施設の休憩
所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設など設置により
公園を築造する工事

99 その他

99 その他

さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行う工事又はこれら
の工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築
造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設
備工事

04
データ通信設
備

データ通信設備を設置する工事 データ通信設備工事、テレメータ装置工事

放送機械設備を設置する工事 放送設備機器設置工事

07 ＴＶ共聴設備
電波障害等の影響のあるテレビを、正常に視聴可能な状況
とするための工事

ＴＶ共聴設備設置工事

電気通信工事
業

01
情報制御
設備

情報制御設備を設置する工事 情報制御設備工事、電子計算機設置工事、中央監視制御設備
工事、ダム管理用制御処理設備工事

02 有線設備
有線電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機器 械設置工事、電話設備

設置工事、有線放送機械設置工事、有線テレメータ設備工事

業　　　　　　　　　　　　種 特殊工事分類（細目）
工事の内容 工事の例示営業種目

コード 業種名 略　　　称 工事分類名
細目
コード

整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、
緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、
又は植生を復元する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工
事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育
成工事

99

05

06

03
上水道、工業用水道等のための送水、配水等の施設を製
作・据付する工事（主に鋼管等を溶接配管するもの）

02
ろ過設備

膜ろ過処理以外の浄水処理に必要な設備の設計、製作、
設置、調整、修理を行う工事

取水ゲート、導水管、導水ポンプ、接合井、着水井、フロック形成
池、沈澱池、ろ過池、浄水池等(付帯設備を含む)ろ過設備設置
工事

04
上水道、工業用水道等のための送水、配水等の施設を築
造する工事（主に鋳鉄管等を配管するもの）

送配水管布設工事、水道管添架工事、給水管付替（布設）工事

送配水管布設工事、水管橋工事、水道管添架工事

水道管以外の送配水施設を築造する工事で細目０３、０４
以外のものにかかるもの

配水池工事、減圧弁設置工事、大型仕切弁設置工事、弁室等
築造工事、貯水タンク設置工事、消火栓設置工事

排水処理施設
浄水場から排出される排水の処理に必要な設備の設計、
製作、設置、調整、修理等を行う工事

排水池、排泥池、濃縮槽、加圧脱水機等築造工事

その他

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に
必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不
燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火
栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏
電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はし
ご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

水道施設工事
業

01

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテン
ウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け
工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

04
金属製カーテ
ンウォール

07
下水道処理施
設

公共下水道、流域下水道の処理設備を総合的に築造する
工事

99 その他

99 その他

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施
設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の
処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備
工事

膜ろ過設備
膜ろ過処理に必要な設備の設計、製作、設置、調整、修理
等を行う工事

膜ろ過施設の原水槽、膜ろ過ポンプ、膜ろ過ユニット、膜ろ過水
槽、次亜注入ポンプ、洗浄排水処理施設等設置工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、
データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

有線電気通信設備工事、 無線電気通信設備工事、 データ通信
設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示
設備工事、放送機械設備工事、ＴＶ電波障害防除設備工事

06
放送機械
設備
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 10 細目説明一覧表【コンサル】

【資格申請システム　申請の手引き】

３００ 設備設計 設備設計
（建物付帯設備
の設計等）

０１ 電気設備 電気設備などの設計又は監理
０２ 空調設備 空気調和設備等の設計又は監理

給排水衛生設備等、ガス設備等の設計又は監理

０４ 機械設備 昇降機など建物内機械設備などの設計又は監理
０５ 工事監理（設備） 建築設備委託に関する工事の監理
９９ その他

３０２ 建築設計 建築設計

０２ 構造 建築物の構造計算
０３ 耐震診断 建物の耐震等の調査又は設計
０４ 工事監理（建築） 建築委託に関する工事の監理
０５ 建築積算 建築設計における積算数量の算出
９９ その他

３０４ 測量 測量
０１ 地上測量 地上測量に関するもの
０２ 海洋測量 海洋測量に関するもの

０４ 地籍測量 地籍測量に関するもの
０５ 境界査定 境界査定に関するもの
９９ その他

３０６ 地質調査 地調
（機器を用いる
地質分析等）

０１ 地上ボーリング 地上ボーリングに関するもの
０２ 海洋ボーリング 海洋ボーリングに関するもの
９９ その他

３０８
河川

０１ 河川

０２ 砂防

０３ 海岸海洋 海岸海洋に関するもの
９９ その他

３１０ 港湾

９９ その他

３１２ 電力土木 電土

９９ その他

３１４ 道路 道路

９９ その他

３１６ 上水

０１ 上水 上水道に関するもの
９９ その他

０２ 道路計画

道路管理施
設

０３

道路に関する概略（予備）設計、実施（詳細）計画又は監理（道路、橋梁、連絡・休息
施設、交差点、道路景観等）
道路管理施設に関するもの（交通安全施設、交通監理施設、交通環境施設、交通情
報施設、都市基盤施設等）

上水道及び
工業用水道

上水道計画若しくは工業用水道計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しく
は助言又は上水道若しくは工業用水道に関する工事の設計若しくは監理

河川砂防
及び海岸
・海洋

治水利水計画、砂防計画若しくは海岸保全計画に関する調査、企画、立案、環境影
響評価若しくは助言又は河川（ダムを含む）砂防（地すべり防止を含む）若しくは海岸・
海洋に関する工事の設計若しくは監理

河川に関するもの（治水、利水、水質、低湿、地下水、治水経済、堰、水門、閘門、樋
門、樋管、機場、築堤、護岸等）

砂防に関するもの（砂防ダム、流域特性、流送土砂、地すべり、急傾斜地等）

０３
航空測量 空中写真を用いる地形、地物等の測定図示及び地形図等の作成

建設事業に必要な地質又は土質に関する調査、計測、解析又は判定。地質又は土地
に関する資料の提供又は助言

交通及び路
線

港湾及び空
港

０１

港湾計画若しくは空港計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又
は湾岸若しくは空港に関する工事の設計若しくは監理

電源開発に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は発電用のダム、
水路構造物等に関する工事の設計若しくは監理

道路計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は、道路に関する
工事の設計若しくは監理
交通及び路線に関する調査、企画又は設計（交通量、交通解析、自動車起終点、
パーソントリップ、物資流動、車両重量、渋滞、交通センサス、道路網計画、ネットワー
ク、駐車場、路線選定、交差点等）

０１
意匠 建築意匠に関する計画、調査、企画、立案、環境影響調査若しくは助言又は建設意

匠に関する工事の設計若しくは監理

基準点測量、水準測量、平板測量等を用いる地形、地物等の測定図提示及び地形図
等の作成

建築設備に関する計画、調査、企画、立案、環境影響調査若しくは助言又は建築設
備に関する工事の設計若しくは監理

０３
給排水、衛
生設備

建築物に関する計画、調査、企画、立案、環境影響調査若しくは助言又は建築物に
関する工事の設計若しくは監理

業種
大コード 業種名 略　　　称

細目
コード 業務分類名

業　　　　　　　　　　　　種 特殊分類（細目）

業務の内容
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 10 細目説明一覧表【コンサル】

【資格申請システム　申請の手引き】

３１８ 下水道 下水

０１
下水処理施
設

下水処理施設に関するもの（水処理、汚泥処理、ポンプ場等）

０２ 下水管渠 下水管渠に関するもの
９９ その他

３２０ 農業土木 農土

９９ その他

３２２ 森林土木 森土

９９ その他

３２４ 水産土木 水土

９９ その他

３２６ 造園 造園

９９ その他

３２８ 都計

０２ 都市施設 都市施設に関するもの（交通施設、公園、緑地施設等）
０３ 開発事業

０４ 地域計画

０５ 環境保全

９９ その他

３３０ 地質 地質
９９ その他

３３２ 土基

９９ その他

３３４ 鋼コン

０１ 橋梁設計 橋梁設計に関するもの
０２ 鋼橋上部工

特殊構造

０６ 維持・補修

９９ その他

３３６ トンネル トン

９９ その他

３３８ 施工

９９ その他

環境保全に関するもの（環境整備、景観、公害対策、緑地保全）

特殊構造に関するもの（景観、耐風、耐震、防護工（落石・雪崩）遮音壁、化粧板等）

鋼構造物及びコンクリート構造物の維持、補修に関するもの（点検、損傷、変状、維
持、補修、拡幅、基礎補強、架喚等）

０５

事業別の部門に係るトンネル構造に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれら
に関する工事の設計若しくは監理

０３
コンクリー
ト橋上部工

業種
大コード 業種名 略　　　称

細目
コード 業務分類名

下水道計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は下水道に関
する工事の設計若しくは監理

かんがい排水、耕地整備、農地保全等の計画に関する調査、企画、立案、環境影響
評価若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

治山、林道、森林環境保全等の計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しく
は助言又はこれらに関する工事の設計若しくは監理

漁港計画若しくは沿岸漁場計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助
言又は漁港若しくは沿岸漁場に関する工事の設計若しくは監理

公園緑地計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は公園緑地
に関する工事の設計若しくは監理

業務の内容

業　　　　　　　　　　　　種 特殊分類（細目）

コンクリート橋上部工に関するもの（場所打コンクリート、床板橋、プレテンション桁、ポ
ストテンション桁、ラーメン、アーチ、斜張橋、特殊コンクリート等）

０４
橋梁下部
工・基礎構
造

開発事業に関するもの（土地区画整理、市街地再開発、都市拠点整備、ニュータウン
開発等）
地域計画に関するもの（地域振興、観光、レクリエーション等）

都市計画及
び地方計画

都市計画及び地方計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は
これらに関する工事の設計若しくは監理

土地利用計画に関するもの（フレームワーク、マスタープラン、法規制等）土地利用計
画

０１

施工計画施
工設備積算

事業別の部門の工事実施に関する調査、企画、立案若しくは助言、工事実施の監理
又は工事実施のための調査若しくは設計又は施工方法、仮設計画若しくは工程計画
に基づく積算若しくは工事原価管理

鋼構造物及
びコンクリー
ト

事業別の部門に係る地質に関する調査、企画、立案若しくは助言

土質及び基
礎

事業別の部門に係る土質に関する調査、企画、立案若しくは助言、構造物の基礎若し
くは土の構造物に関する企画、立案若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若し
くは監理

橋梁下部工に関するもの（橋台、橋脚、鋼製橋脚等）基礎構造に関するもの（直接基
礎、既製杭、場所打杭、深礎杭、ケーソン、鋼管矢板、連壁、地盤改良等）

事業別の部門に係る鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、コンクリート若しくはコンクリート
構造に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれらに関する工事の設計若しくは
監理

橋梁上部工に関するもの（合成桁、トラス、ラーメン、アーチ、斜張橋、吊橋、鋼床版、
ランガー、ローゼ等）
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 10 細目説明一覧表【コンサル】

【資格申請システム　申請の手引き】

３４０ 建設環境 建環

０１

０２ 環境整備

９９ その他

３４２ 機械 機械

９９ その他

３４４ 電気・電子 電気電子
０１ 電波障害 電波障害に関すること
９９ その他

３４６ 廃棄物 廃棄物

９９ その他

事業別の部門に係る電気通信に関する調査、企画、立案若しくは助言又はこれらに関
する工事の設計若しくは監理

廃棄物処理計画に関する調査、企画、立案、環境影響評価若しくは助言又は廃棄物
処理施設に関する工事の設計若しくは監理

事業別の部門に係る自然環境及び生活環境の保全及び創出に関する調査、企画、立
案若しくは助言並びに環境影響評価又は自然環境及び生活環境の保全及び創出に
関する工事の設計若しくは監理（上水道及び工業用水道、下水道、農業土木、森林土
木、水産土木の営業種目に係るものを除く）

環境調査・
計画

大気、水質、騒音、振動、動物、植物生態系、景観等に関する調査、予測、評価又
は、記録

業　　　　　　　　　　　　種 特殊分類（細目）

業務の内容

河川空間環境、道路環境、地域環境等に関する環境整備、景観、公害対策、緑地保
全等に関する計画又は設計

事業別の部門の工事実施のための機械の調査若しくは設計又は事業別の部門に必
要な機械の調査、設計若しくは監理

業務分類名
業種

大コード 業種名 略　　　称
細目
コード
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【工事】

010

土木一式 急傾斜地
工事

競技場新
設工事

野球場改
良工事

遊具設置
工事

グラウン
ド整備工
事

治山ダム
工事

林道工事 農道工事 農地造成
工事

遊歩道
（登山
道）整備
工事

080
電気 照明設備

工事

100
タイル・れんが・ブ
ロック

石綿ス
レート工
事

ＡＬＣ工
事

110
鋼構造物 囲障設置

工事
取水口ス
クリーン
改良工事

水圧鉄管
製作据付
工事

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ
ｹｰｿﾝ鋼殻
製作工事

190
内装仕上 壁･天井仕

上工事

200

機械器具設置 水門設置
工事

巻上機設
置工事

制水扉設
置工事

制水弁設
置工事

除塵機設
置工事

天然ｶﾞｽ自
動車充填
装置設置
工事

220
電気通信 ケーブル

布設

230
造園 校庭芝生

化工事

260

水道施設 配（送）
水管更生
工事

水道管更
生工事
（工法は
「　」）

導水施設
工事

送水施設
工事

※260水道施設の“水道管更生工事（工法は「　」）”については、「　」の中に具体的な工法を記載すること。

【建設コンサルタント業】

304 測量 河川測量

310
港湾及び空港 港湾工事

調査設計

328
都市計画及び地方計
画

土地区画
整理事業

市街地再
開発事業

都市拠点
整備事業

ニュータ
ウン開発
事業

【一般委託】

400

庁舎等建物又はその
敷地の維持管理に必
要な清掃の請負

高所清掃
作業

運動施設 プール 排水管 駐車場 エアコ
ン・空調
機

照明器具 ブライン
ド・カー
ペット

ボイラー

405
清掃請負（庁舎外） 公園 屋外トイ

レ
野球場 下水管渠 河川・水

路
人工池

410
廃棄物処理の請負 産業廃棄

物中間処
理

不法投棄
物運搬

重要文書
処理

415
クリーニングの請負 シート・

テント・
幕

布団乾燥 ジュータ
ン

柔道着・
剣道着

420
運搬・保管の請負 荷役・包

装
文書・物
品保管

機密書類
保管

定期便・
メール便

遺体搬
送・保管

文書管理
サービス

現金・貴
金属警備
輸送

ヘリコプ
ター輸送

自家用自
動車管理
業

425
総合建物管理の委託 スポーツ

施設
学校・研
修施設

福祉施設 宿泊施設
総合管理

図書館 駐車場内
交通誘導

430
建物設備保守管理委
託

発電設備 石油・ガ
ス燃焼機
器

冷凍冷蔵
庫

温水ヒー
ター

汚水・雑
排水設備

防災施設 医療ガス
設備

交通信号
制御施設

435
汚水処理施設等保守
管理の委託

厨房排水
処理施設

除害設備
（病院
等）

汚泥処理
装置

実験排水
処理施設

上下水道
施設

浄水場・
配水池

440
警備・受付の委託 駐車場管

理（料金
徴収含）

体育施
設・プー
ル

不法投棄
監視

車両誘導 学校用務
員業務

貴重品運
搬

放置自転
車防止指
導

違法駐車
防止指導

445
消防施設保守管理委
託

排煙装置 消火器詰
替

営業種目 細目99にかかる営業内容の記載事例

営業種目 細目99にかかる営業内容の記載事例

営業種目 細目99にかかる営業内容の記載事例

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣169



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【資格申請システム　申請の手引き】
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【一般委託】

450
電気通信設備保守管
理委託

無線機の
認定点検

街路灯 信号機電
球交換

共聴アン
テナ設備

屋内・屋
外照明灯

舞台・照
明・音響
設備

パーキン
グメー
ター

遠隔監視
制御装置

発電所運
転

交通・情
報システ
ム

455
エレベーター保守管
理委託

自動扉 立体駐車
場

460
害虫駆除委託 博物館等

ガスくん
蒸

病院・手
術室滅菌
消毒

白蟻防除 ダニ駆除 バードコ
ントロー
ル

樹木消毒

465
映画・ビデオ制作委
託

テレビ番
組

ＣＤ‐Ｒ
ＯＭ化

カメラマ
ン委託

マイクロ
フィルム
撮影

470
航空写真・図面製作
委託

道路・下
水道台帳

トレース 地図の企
画・編集

地形レー
ザー計測

住居表示
実施

三次元デ
ジタル空
中写真

デジタル
地図

475
デザイン製作委託 ホーム

ページ
取材・撮
影

文案（ｺ
ﾋﾟｰﾗｲﾃｨﾝ
ｸﾞ）

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞ
ﾗﾌｨｯｸ

動画作成 イベント
企画制作

480
試験検査機器保守管
理委託

検査機器
の移設

検査機器
の検定評
価

485

情報処理業務委託 技術者の
派遣

パソコン
教室・セ
ミナー開
催

情報処理
業務

電子ファ
イリング

ヘルプデ
スク

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭ
ﾘﾃｨ管理

490
医療事務委託 看護補助

業務
病院内物
流業務

滅菌サー
ビス

カルテ管
理

医療情報
データ入
力

495 環境影響調査

500
検査業務委託 作業環境

測定
ダイオキ
シン測定

物質の分
析

食品検査 飲料水水
質

アスベス
ト調査

非破壊検
査

細菌検査 健康診
断・人間
ドック

505 損失補償調査

510
調査業務委託 廃棄物 都市開

発・地域
開発

雇用調査 埋蔵文化
財

都市計画 構造物腐
食診断

テレビ電
波障害

経営実態 気象調査 企業信用
調査

513
土地家屋調査士業務
の委託

515 不動産鑑定の委託

520
給食業務委託 出張パー

ティ
食堂委託 食器洗

浄・配膳
業務

525
広告・宣伝委託 看板・電

飾ボード
懸垂幕屋
外広告

タウン
紙・雑誌

インター
ネット

ヘリコプ
ター

車体広告

530
催事関係業務委託 出演者交

渉
催事事務
局

ワーク
ショップ
企画

展示物企
画・デザ
イン

配券管
理・案内

音響・照
明操作

催事に係
る基礎調
査

インター
ネットイ
ベント

535
複写サービス提供業
務の委託

540
森林整備業務の請負 森林調査 林道維持

補修
のり面緑
化

545
介護・福祉サービス
提供業務の委託

550 保険業務

555
樹木保護管理の委託 下草刈り 樹木剪定 芝生管理 薬剤散布 樹勢回復

560

労働者派遣業務 一般労働
者派遣

病院内洗
濯業務

舞台関係
操作業務

リネン管
理・ベッ
ドメイキ
ング

図書整理
業務

自動車整
備・修理

文献・資
料製本修
理

違法駐車
確認事務

違法駐車
車両の移
動

梱包・解
体・撤去
作業

配送・発
送作業

施設の売
店運営

医療機器
保守点検

監視装
置・測定
機器の保
守管理

地震観測
装置の保
守管理

文化財・
美術品の
展示保存

放射能除
去作業

浚渫作業 ＩＳＯ認
証コンサ
ル

貯水槽・
上下水道
管の維持

水道メー
ター検針

不法占有
物件撤去

航空機使
用業務

ヘリコプ
ター運行

気象情報
提供

フロンガ
スの回収

ピアノ調
律

遊泳監視
・スポー
ツ指導

債権回収

565

その他の業務請負等
委託

細目99にかかる営業内容の記載事例営業種目
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【物品】

600
複写 図面製本 図面電子

化
画像デー
タスキャ
ニング

ラミネー
ト加工

マイクロ
フィルム
作成

605
ｵﾌｾｯﾄ印刷 デザイン

レイアウ
ト

プラス
チック印
刷

画像処理
による印
刷

チケット
印刷

パソコン
版下作成

大型ポス
ター

美術図書
印刷

610
軽印刷 製本 オンデマ

ンド印刷
名刺 複写伝票 表彰状 はがき

615
端物印刷 ラベル・

シール
賞状・あ
いさつ状

荷札印刷
加工

620
ﾌｫｰﾑ印刷 自動支払

機用紙
ロール
フォーム

フォーム
インカー
ド

磁気スト
ライプ帳
票

625

特殊印刷 デジタル
用スコッ
チプリン
ト

磁気カー
ド等印刷

クリア
ファイル

ポリプロ
ピレン印
刷

点字印刷 ミシン目
入り印刷

シルク印
刷

布製品へ
の印刷

630

書籍 図書ビ
ニール
コーティ
ング

教科書 電子出版 加除式法
規書

書画複製
品

635

機械工具 ワイヤ
カットマ
シン

油圧機械 エアー機
器

自動制御
装置

自動車洗
浄装置

リフト・
ジャッキ

レーザ加
工機

水中ポン
プ・コン
プレッ
サー

640
土木建設機械(除車
両)

ミニバッ
クホー

小型建設
機械

クレーン
車

水処理機
械

ロード
カッター

工事排水
用ポンプ

645
楽器 民族楽器 琴・三味

線の修理

650
視聴覚機器 放送用関

連機器
映写用ス
クリーン

モニター
テレビ設
置

ＯＨＰ

655
写真機器材 カメラ用

電池
フィルム
現像機

画像加工
処理

引伸機 写真材料 写真撮影 写真パネ
ル製作

ＤＰＥ処
理機器

遠隔監視
カメラ

660
情報処理用機器材 ネット

ワーク関
連機器

衛星画像
受信装置

指紋認識
装置

リサイク
ルトナー

磁気カー
ド・ＩＣ
カード

画像処理
装置

光ファイ
バー情報
機器

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｾｷｭ
ﾘﾃｨｼｽﾃﾑ

665
事務機器 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ用

ｺﾋﾟｰ機
ホワイト
ボード

紙折機 設計製図
機器材

紙幣計算
機

タイムレ
コーダー

レジス
ター

自動発券
器

封入封緘
機

670
什器 パーティ

ション
カウン
ター

保管庫・
金庫

電動式移
動書架

椅子張替
修理

家具転倒
防止工事

シューズ
ボックス

展示ケー
ス

675
文房具・事務用品 賞状ケー

ス
製図用品 画材・デ

ザイン用
品

額縁 図面用紙
筒

賞状筒・
表彰盆

680
紙 裁断加工 画用紙・

和紙
ﾄﾚ-ｼﾝｸﾞ
ﾍﾟｰﾊﾟｰ・ｸ
ﾗﾌﾄ紙

ロール紙 ケナフ紙

685
印章 印箱 スタンプ

台

690
自動車 電動車両 特殊車両

架装
除雪車 移動図書

館車
水難救助
車

695
自転車その他の車類 自転車・

オートバ
イ用品

リヤカー 電動アシ
スト付自
転車

700
自動車用品 赤色灯・

回転灯
サイレン 自動車洗

車システ
ム

クーラー
ガス

705
医療機器 ＦＭ補聴

システム
心臓カ
テーテル

人工腎臓
用機器

レントゲ
ンフィル
ム

ファイ
バース
コープ

医療用吸
引器

デジタル
血圧計

電子カル
テ

高気圧酸
素装置

人工呼吸
器

710
計測機器類 (医療用
を除く）

計量器の
検査

通信用測
定器

漏水・断
層測定器

地中音響
探知機

水中探索
装置

気象観測
機器

地震計・
地下水位
計

速度測定
装置

ガス検知
機器

715

理化学機器類 遺伝子解
析装置

理化学機
器消耗品

バイオ関
連機器

飲酒検知
機

農業試験
機

ＤＮＡ精
製装置

振動解析
装置

計測用ビ
デオカメ
ラシステ
ム

水質モニ
タリング
システム

営業種目 細目99にかかる営業内容の記載事例
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11 細目99「営業内容」の記載例

【物品】

720

時計・メガネ 設備時計
（学校・
公園・体
育館等）

時報用タ
イマー

電気時計
設備

725
寝具 パジャ

マ・病衣
タオル
ケット

寝具カ
バー

シーツ

730
縫製品 体育衣 手術衣 スカー

フ・マフ
ラー

イベント
衣

特殊救助
服

収納バッ
ク

エプロン リュック
サック等
袋物

735
帽子類 サンバイ

ザー
イベント
用帽子

雨覆い 帽子カ
バー

反射プリ
ント帽子

ナース
キャップ

740
製靴 サンダル 防寒靴 コック

シューズ
スリッパ 演技靴

745
皮革 袋物特注

品
防寒手袋 航空手袋 切符入れ

カバン
ショル
ダーバッ
ク

750
装飾・繊維 日よけ テーブル

クロス
ソファー
カバー

たすき 電飾幕 椅子カ
バー

アコー
ディオン
ドア

ハンカ
チ・ナプ
キン

夜間反射
シート

755
標章類 街区・町

名・住居
表示板

腕章 ネームプ
レート

電柱標識 胸章

760

運動用品 体育施設
器具

遊具（ブ
ランコ・
スベリ台
等）

得点板設
置

防球ネッ
ト

プール用
品

体力診断
システム

グラウン
ドマー
カー

765
看板 案内表示

板・案内
標識

ガード
レール

カラー
コーン

反射鏡 大型看板
施工

案内板企
画・デザ
イン

屋外掲示
板

文字映像
表示

反射看板

770
金物雑貨 塗料 清掃用具 机上ガラ

ス
ダスト
ボックス

傘袋 ポリ袋・
ごみ袋

脚立・は
しご

775
業務用厨房機器類 生ごみ処

理機
コーヒー
マシーン

レンジ
フード

エアタオ
ル

配膳車 冷温運搬
車

手指消毒
器

包丁まな
板殺菌保
管庫

浄水シス
テム

780
通信機器 監視制御

装置
交通信号
制御機器

防災用通
信システ
ム

監視カメ
ラシステ
ム

ナース
コールシ
ステム

光通信機
器

画像伝送
装置

テレビ会
議システ
ム

骨伝導通
信機器

785
家庭用電気機器 蛍光管・

電球

790
産業用電気機器・資
材

交通信号
機

投光器 無停電電
源装置

同時通訳
システム

監視カメ
ラ

交通信号
機用電球

料金収受
機械

ビル用照
明機器

空気清浄
機

鳥獣害防
除機器

795
冷暖房機器 エアー

フィル
ター

送風機 オゾン脱
臭機

800
種苗飼肥料 鉢物（観

葉植物）
病害虫防
除資材

土壌改良
資材

805
農機具(除ﾄﾗｸﾀｰ) 枝木粉砕

機
堆肥散布
機器

チェーン
ソー

土壌消毒
機

810
石油類（ローリー納
め）

815
石油類（店頭販売） グリース 各種潤滑

油
石油化学
製品

メタノー
ル

金属加工
油

820
その他の燃料 高圧ガス 薪 アセチレ

ンガス
フロンガ
ス

液体窒素

825
消防防災用品 災害用簡

易トイレ
オイル
フェンス

非常用濾
過機

有毒ガス
検知機

転倒防止
器具

防じん・
防毒マス
ク

火災報知
設備

発煙筒

830
医療用薬品・衛生材
料

試薬 臨床検査
薬

感染予防
用品

Ｘ線フィ
ルム

手指用消
毒機

災害用医
療資材
セット

835
産業用薬品 重金属固

定剤
分析用・
生化学用
試薬

プール用
消毒薬

道路凍結
防止剤

活性炭 脱臭剤 除草剤

840
船舶・航空機 マリンエ

ンジン
クレーン
式ボート
けん引機

水上バイ
ク

ドローン

841 船舶製造等の請負

845
水道用機器材 濾過機 可搬式バ

ルブ
ゲート開
閉器

節水コマ 塩素滅菌
機

メーター
用パッキ
ン

漏水防止
機器

自動漏水
音検知機

営業種目 細目99にかかる営業内容の記載事例
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11 細目99「営業内容」の記載例

【物品】

850
発電用機器材 制御盤 監視装置 電圧・周

波数変換
装置

非常用発
電装置

高電圧試
験装置

855
警察用品(除：制
服・制帽）

二輪車拘
束装置

警笛 現場保存
テープ

防弾
チョッキ

手錠入
れ・警棒
吊り

防弾楯 夜光
チョッキ

駐車違反
取締用具

防弾・防
刃製品

860 建物

865
記念品・贈答品 ガラス・

陶器製品
ブロンズ
像

フォトス
タンド

アルバム 傘 ギフト用
品

870 百貨店

875
福祉・介護用機器 紙おむつ 介護補聴

器
ポータブ
ルトイレ

拡大読書
器

床ずれ防
止クッ
ション

エアー
マット

捕装具

880 教材・教具

885
工事用材料等 木材 アスファ

ルト合
材・乳剤

生コン 仮設資材 鋳鉄製品 非鉄金属 電設資材

駐車場管
理機器

自動販売
機

襖・表
具・室内
装飾材料

風呂釜 陶芸窯・
陶芸材料

転落・横
断防止柵

鏡 官報・新
聞

プレハブ
建物

バリケー
ド

畳・ゴザ 仮設トイ
レ

焼却炉 印紙・切
手

着ぐる
み・イベ
ント製作
物

電力の供
給

展示品・
模型

券売機・
両替機

表示板・
掲示板

900
物件の借入れ 樹木・観

葉植物
自動券売
機

遊戯娯楽
設備

白衣等病
衣類

催事関係
物品

玄関マッ
ト・モッ
プ

工作機
械・産業
機械

電子投票
機

福祉・介
護機器

910
不用物品の買受け フィルム

現像液

890

その他の物品

営業種目 細目99にかかる営業内容の記載事例
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12 組織称号の一覧表

項番 組織称号 略称／説明
1 株式会社 （株）
2 有限会社 （有）
3 合資会社 （資）
4 合名会社 （名）
5 合同会社 （合）
6 協同組合 （同）
7 協業組合 （業）
8 企業組合 （企）
9 社団法人 （社）
10 公益社団法人 （公社）
11 一般社団法人 （一社）
12 財団法人 （財）
13 公益財団法人 （公財）
14 一般財団法人 （一財）
15 医療法人 （医）
16 医療法人社団 （医社）
17 医療法人財団 （医財）
18 社会福祉法人 （福）
19 独立行政法人 （独）
20 特殊法人 （特）
21 特定非営利活動法人 （非）

22 その他
上記にない場合は、「その他」を選択し、
「その他の称号」欄に名称を入力します。
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13 許可行政庁コード表

コード番号 許可行政庁 コード番号 許可行政庁
００ 国土交通大臣 ２４ 三重県知事
０１ 北海道知事 ２５ 滋賀県知事
０２ 青森県知事 ２６ 京都府知事
０３ 岩手県知事 ２７ 大阪府知事
０４ 宮城県知事 ２８ 兵庫県知事
０５ 秋田県知事 ２９ 奈良県知事
０６ 山形県知事 ３０ 和歌山県知事
０７ 福島県知事 ３１ 鳥取県知事
０８ 茨城県知事 ３２ 島根県知事
０９ 栃木県知事 ３３ 岡山県知事
１０ 群馬県知事 ３４ 広島県知事
１１ 埼玉県知事 ３５ 山口県知事
１２ 千葉県知事 ３６ 徳島県知事
１３ 東京都知事 ３７ 香川県知事
１４ 神奈川県知事 ３８ 愛媛県知事
１５ 新潟県知事 ３９ 高知県知事
１６ 富山県知事 ４０ 福岡県知事
１７ 石川県知事 ４１ 佐賀県知事
１８ 福井県知事 ４２ 長崎県知事
１９ 山梨県知事 ４３ 熊本県知事
２０ 長野県知事 ４４ 大分県知事
２１ 岐阜県知事 ４５ 宮崎県知事
２２ 静岡県知事 ４６ 鹿児島県知事
２３ 愛知県知事 ４７ 沖縄県知事
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14 簡易申請、経常ＪＶ、実績加算の事業協同組合の認定取扱い状況一覧表

工事の

事業協同組合

工事の 官公需

適格組合

物品・一般委託の

官公需適格組合

神奈川県 ◇ ○ ○ ○ ○

相模原市 × × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

平塚市 × ○ ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

鎌倉市 ○ ○ ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

藤沢市 × × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

小田原市 × × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

茅ヶ崎市 × × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

逗子市 ◇ ○ ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

三浦市 × ○ ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

秦野市 × × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

厚木市 × ○ ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

大和市 ◇ × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

伊勢原市 × × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

海老名市 × × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

座間市 ◇ × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

南足柄市 × × 〇 ○ 〇
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

綾瀬市 △ × ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

葉山町 × × ○ ○ ×
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

寒川町 × × ○ ○ ×
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

大磯町 △ ○ ○ ○ ×

二宮町 △ ○ ○ ○ ×

中井町 △ ○ ○ ○ ×

大井町 △ × ○ ○ ×
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

松田町 △ ○ ○ ○ ×

開成町 △ × ○ ○ ×

箱根町 △ ○ ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

湯河原町 △ × ○ ○ ×

愛川町 △ × ○ ○ ×

清川村 △ ○ ○ ○ ○
物品・一般委託の点数算出

は行っていません。

神奈川県内広域水道企業団 △ × ○ ○ ×

【凡例】

・「簡易な申請」　 「○」　－　認定を行い、入札参加資格も 得ることができる団体

「△」　－　認定は行う が、指名競争入札において指名を行わない団体

「◇」　－　認定は行う が、指名競争入札において指名を行わない、

　　　　　　ま た、一般競争入札についても 参加が出来ない団体

「×」　－　認定を行わない団体

・「経常ＪＶ」 「○」　－　認定を行う 団体

 「実績加算事業協同組合」 「×」　－　認定を行わない団体

団体名

実績加算

事業協同組合
備　　　考経常ＪＶ

簡易な

申請
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かながわ電子入札共同システム利用規約 

 
（目的） 

第１条 本規約は、かながわ電子入札共同システム（以下「本システム」といいます。）の利用にあ

たって必要な事項を定めるものです。 

２ サブシステムごとの内容に応じた個別の事項については、別に定める個別の運用基準によること

とします。 

 
（用語の定義） 

第２条 本規約において使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。 

（１）かながわ電子入札 神奈川県及び市町村等が共同で運営する入札参加資格申請や電子入札 
共同システム を行うためのシステム 

（２）資格申請システム 本システムのサブシステムとして、競争入札参加資格認定に係る申請手

続等を行うシステム 
（３）電子入札システム 本システムのサブシステムとして、入札手続を行うシステム 
（４）入札情報サービス 本システムのサブシステムとして、入札関係情報を閲覧することができ 

システム るシステム 
（５）共同運営参加団体 本システムの共同運営に参加する地方公共団体等 
（６）コールセンター 利用者からの本システム利用上の問い合わせの受付及び回答を行う機

関 
 
（規約への同意） 

第３条 本システムを利用するには、本規約に同意していただく必要があり、本規約に同意すること

ができない場合は、本システムをご利用いただくことはできません。なお、本システムを利用され

た方は、本規約に同意したものとみなします。 

 
（利用時間） 

第４条 資格申請システム及び電子入札システムの利用時間は、土日祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3

日までを除く平日の午前 8時 30 分から午後 8時 00 分までとします。入札情報サービスシステムの

利用時間は、土日祝日含む毎日の午前 5時 00 分から翌午前 4時 00 分までとします。 

ただし、保守・点検等のために、本システムの一部又は全部を停止することがあります。 

２ 本システムの運用停止を行う場合は、原則として、かながわ電子入札共同システムのサイト

（https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/）で事前にお知らせしますが、システム管理者が特に必要

と認める場合には、予告なしに停止することがあります。 

３ 第１項の規定にかかわらず、本システムの利用時間を一時的に変更することがあります。その場

合は、かながわ電子入札共同システムのサイトで事前にお知らせします。 

 
（利用者問い合わせ対応） 

第５条 本システムの利用上の問い合わせは、コールセンターにて次のとおり対応します。 

電話による対応  9 時から 17 時まで 

フリーコール  0120－921－182 

ただし、土日祝日及び 12 月 29 日から 1月 3日までを除く平日のみの対応とします。 
 

 
（利用環境） 

第６条 本システムは、利用マニュアル等に定められているソフトウェアを搭載し、必要な設定を行



  【資格申請システム 申請の手引き】 

 

 
 

178 

った環境で利用することとします。 

 
（システム使用可能文字） 

第７条 本システムにおいて使用可能な文字は、JIS X 0201（半角カナを除く）及び JIS X 0208 の

うち、別表に掲げる使用禁止文字を除くものとし、その他の外字、機種依存文字等の使用は不可と

します。 

 
（ウイルス対策） 

第８条 本システムの機能を用いて電子ファイルを登録する場合は、必ず事前にウイルスチェックを

行うものとします。ウイルスチェックに使用するアプリケーションの種類は指定しないが、常に最

新のパターンファイルを適用することとします。 

 
（禁止事項） 

第９条 本システムの利用にあたっては、次に掲げる行為を禁止します。 

(1) 本システムを競争入札資格申請、電子入札に係る手続き及び入札情報の閲覧以外の目的で利

用すること。 

(2) 本システムに対し、不正にアクセスすること。 

(3) 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。 

(4) 本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。 

(5) 他人の ID、パスワード等（IC カード含む）を不正に使用すること。 

(6) その他法令等に違反すると認められる行為をすること。 

 
（禁止事項に対する防御措置） 

第 10 条 共同運営参加団体は、本システムに対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな

場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者から収集した情報の

抹消、本システムによるサービスの停止等必要な措置を行うことができるものとします。 

 
（免責事項） 

第 11 条 共同運営参加団体は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及

び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとします。  

２ 共同運営参加団体は、本システムの運用の停止、中止、中断等により発生した利用者の損害につ

いて一切の責任を負わないものとします。 

 
（著作権） 

第 12 条 本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為

を禁止します。なお、本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本

国の著作権法によって保護されています。 

 
（個人情報の保護） 

第 13 条 共同運営参加団体は、本システムにより利用者から取得した個人情報については、本来の

目的以外に利用または提供せず、各団体において規定される個人情報保護条例等に基づいた保護及

び適正管理を行います。 

 

（準拠法及び管轄） 

第 14 条 本規約は日本国法に準拠するものとします。 

２ 本システムの利用又は本規約に関して利用者と共同運営参加団体の間に生ずるすべての紛争につ

いては、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

（利用規約の変更） 

第 15 条 共同運営参加団体は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、

本規約を変更することができるものとします。 
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２ 利用者は、利用の都度、本規約を確認することとし、本規約変更後に本システムを利用した場合

は、変更後の規約に同意したものとみなします。 

 
附 則 

本規約は、平成 17 年 9 月 27 日から適用します。 

 

附 則 

本規約は、平成 22 年 4 月 1日から適用します。 

  

附 則 

本規約は、平成 23 年 3 月１日から適用します。 

 
 附 則 
  本規約は、平成 28 年 2 月 29 日から適用します。 

 

附 則 
本規約は、令和４年８月 25 日から適用します。 
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別表（第 7 条関連 
 
JIS X 0201 （半角） 
 
JIS 文字  JIS 文字 

22 "  2A * 

24 $  3C < 

25 %  3D = 

26 &  3E > 

27 '  3F ? 

28 (  5C ¥ 

29 )  5F _ 

 

JIS X 0208（全角） 
 

JIS 文字  JIS 文字 

2131 ￣  225C ∠ 

213B 〇  225D ⊥ 

2140 ＼  225E ⌒ 

2142 ∥  2261 ≡ 

215D － (全角マイナス)  2262 ≒ 

2171 ￠  2265 √ 

2172 ￡  2266 ∽ 

2240 ∪  2268 ∵ 

2241 ∩  2269 ∫ 

224C ￢ 

 

 



  【資格申請システム 申請の手引き】 

 

 
 

181 

16 資格申請運用基準 

 

資格申請運用基準 

 
１ 総則 

(1) 目的 

この基準は、神奈川県市町村共同運営のかながわ電子入札共同システムを（以下、「本システム」

という。）利用した競争入札参加資格認定の申請等について必要な事項を定める。この基準に定め

がないものは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)

及び各団体の規則、条例、公告等に従うものとする。 
(2) 適用範囲 

この基準の適用範囲は、次のとおりとする。 
ア 適用を受ける業務 

本システムにより行う入札参加資格認定申請、届出、認定、及び指名停止業務。 

イ 適用を受ける業種 

本システム上で取り扱う入札参加資格に関するすべての業種（工事、建設コンサルタント等

業務、一般業務委託、物品）。 

ウ 適用を受ける団体 

共同運営参加団体（以下、「団体」という。）。 

エ 適用を受ける申請者等 

本システム上で入札参加資格の認定を申請するすべての申請者、申請手続者、及び認定を受

けた受任者。 

(3) 用語 

この基準で使用する用語の意義は、かながわ電子入札共同システム利用規約第２条に規定する用

語のほか、次のとおりとする。 
ア 事業者 

各団体が発注する工事、業務委託、物件の買入れ・借入れ等の契約を受注することができる

事業を営む者。 

イ 申請者 

資格申請システムにより、仮ＩＤの交付請求、入札参加資格の申請などを行う事業者。法人

の場合はその法人の代表者、個人の場合は個人事業主に同じ。 

ウ 申請手続者 

資格申請システムにより、仮ＩＤの交付請求、入札参加資格の申請などの具体的な手続きを

執行する申請者、又は申請者の委任を受けて行う企業内担当者、及び行政書士の資格を有する

代理申請者等。 

エ 受任者 

代表者から入札に関する権限の委任を受けた者のうち、入札参加資格者名簿に受任者として

登録されている者。 

オ 認定機関 

各団体において、入札参加資格認定の申請を受け、申請内容の審査や認定、指名停止などの

処分を行なう業務を所管する所属。 

カ 仮ＩＤ 

新規の申請を行なうにあたり、商号名称や連絡先などの初期情報を資格申請システムに登録

することで自動発行される８桁の識別番号。 

キ 本ＩＤ（認定番号） 

資格申請システムにより、仮ＩＤを用いた申請が受理され、初めて認定を受けるときに、県

から発行される認定通知書に記載する６桁の識別番号。認定番号と同じ。以後の変更届や資格

を継続するための申請などでも利用する。 
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ク パスワード 

仮ＩＤ、及び本ＩＤを資格申請システムが自動発行する際に併せてそれぞれ発行する本人を

確認するための情報。 

ケ 定期申請 

入札参加資格の認定期間は 長２年間を単位とし、今期の認定期間満了により次期の認定期

間を有効とするが、認定期間の初日から認定を受けようとするときの申請手続き。 

コ 随時申請 

認定期間の途中から認定を受けようとするときの申請手続き。 

(4) 文書の通知及び提出の基本的な考え方 

資格申請システムによる文書の通知及び提出は、次の場合に有効になるものとする。 
ア 電子文書による通知 

認定機関が作成した通知文書が資格申請システムのサーバに到達し、申請者又は申請手続者

が資格申請システム上で当該文書を受領できる状態になったとき。 

イ 電子文書による提出 

資格申請システムにより申請者又は申請手続者が作成した申請書又は届出書が資格申請シ

ステムのサーバに正常に到達した状態になったとき。 

ウ 紙文書による通知 

認定機関が作成した通知文書が、申請者又は申請手続者が資格申請システム上に登録した所

在地に送達されたとき。なお、認定通知書を紙文書により送付するときには、申請者あてとす

る。 

エ 紙媒体文書による提出 

申請者又は申請手続者が作成した誓約書や、所管官庁が発行した各種納税証明書などが、所

定の認定機関に到達したとき。 

 (5) メール受信後の手続 

資格申請システムが発行した電子メールを申請者又は申請手続者が受信した場合は、その受信内

容に基づき、資格申請システム上で必要な手続を行うものとする。 
(6) メールアドレスの管理 

申請者又は申請手続者は、資格申請システムが発行する電子メールを適切に受信できるよう、資

格申請システムに登録したメールアドレスに誤りがないことを常に確認し、誤りがあった場合やメ

ールアドレスを変更したときには、速やかに資格申請システムに正しいメールアドレスを登録する

ものとする。 
 
２ 仮ＩＤ、及び本ＩＤの取扱い 

(1) 資格申請の認証 

資格申請システムにより申請、及び届出をする場合は、仮ＩＤ、又は本ＩＤとパスワードが、資

格申請システムに登録された内容と一致した場合、申請手続者が正規の権限を有するものであるこ

とを認証する。 
(2) 資格申請の権限管理 

申請者は、資格申請システムを利用して、企業内担当者、又は代理申請者等に申請手続きをさせ

ようとするときは、自己の管理責任のもとに、仮ＩＤ、又は本ＩＤを申請手続者に利用させるもの

とする。 
(3) パスワードの管理 

申請者は、パスワードの漏洩防止に努めるほか、企業内担当者、又は代理申請者等に仮ＩＤ、又

は本ＩＤを利用させるときには、パスワードの適切な管理について徹底し、適宜パスワードを変更

するなど安全対策に万全を期すこと。 
なお、本ＩＤのパスワードについては、初めて認定を受けるときに、県から発行される認定通知

書に記載されるので、受領後は速やかに資格申請システムでパスワードを変更し、厳重に管理する

こと。 
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３ 申請の時期と認定期間 

(1) 定期申請の時期と公表 

定期申請の申請受付時期は、原則として隔年の 11 月とし、正式な日程は各団体の公告、又は規

則等によって定めるものとする。 
また、受付開始の１か月前までに本システムにより公表するほか、資格申請システムにより、申

請者、及び申請手続者に宛て、申請開始時期を案内するメールを送信するものとする。 
(2) 定期申請の認定期間 

定期申請により認定する入札参加資格が有効となる認定期間は、隔年の４月１日より、翌々年の

３月３１日とする。 
(3) 随時申請の時期と公表 

随時申請の申請受付時期は、原則として当該認定年度における認定期間の初日から、翌々年の２

月１日までとし、各団体により相違するが、正式な日程は各団体の公告、又は規則等によって定め

るものとする。 
また、初回受付開始の１か月前までに本システムにより公表するものとする。 

(4) 随時申請の認定期間 

随時申請により認定する入札参加資格が有効となる認定期間は、原則として毎月１日までに申請

書が資格申請システムサーバーに送達され、かつ、認定に必要な提出書類が翌日までに所定の認定

機関に送達された場合に限り、翌月１日より開始し、当該認定年度における認定期間の満了日まで

とする。 
(5) ＷＴＯ申請等の時期と公表 

ＷＴＯ申請等（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第３７２号）の規定が適用される競争入札に参加するための申請、又は会社分割など企業再編に

伴う迅速な認定を希望する申請）の申請受付時期は、原則として定期申請の認定期間中とし、正式

な日程は各団体の公告、又は規則等によって定めるものとする。 
(6) ＷＴＯ申請等の認定期間 

ＷＴＯ申請等により認定する入札参加資格が有効となる期間は、原則として申請書が資格申請シ

ステムサーバーに送達され、かつ、認定に必要な提出書類が所定の認定機関に送達され、審査が完

了したときから速やかな日より開始し、定期申請にかかる認定期間の満了日までとする。 
(7) ＷＴＯ申請等の受付範囲 

ＷＴＯ申請等による申請を受付ける団体は、当分の間、県及び相模原市とする。 
 
４ 実績加算の特例 

(1) 実績加算の適用を受けることができる特例の種類 

実績加算の適用を受けることができる特例の種類は、以下のとおりとする。 
   ア 経常建設企業体（いわゆる経常ＪＶ）を結成し、構成員の施工実績等を加算する場合。 
   イ 建設業協同組合の各組合員が有する施工実績等を加算した協同組合（実績加算の協同組合）と

して入札への参加を希望する場合。 
   ウ 一般委託・物品の官公需適格組合が役員である組合員の売上実績を加算した適格組合として入

札への参加を希望する場合。 
(2) 実績加算の適用を受けることができる特例の適用範囲 

実績加算の適用を受けることができる特例を適用する範囲は、各団体により相違するものとし、

各団体の公告、又は規則等によって定めるものとする。 
また、本システムにより公表するものとする。 

 
５ 簡易な申請の取扱い 

(1) 簡易な申請の設定 

業種区分が一般委託、又は物品に限り、主に小額な契約を対象とする資格に限定した簡易な申請

手続きを設けるものとする。 
(2) 簡易な申請の取扱い 

簡易な申請を受け付けるかどうか、また、参加できる入札等の範囲については、各団体により相
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違するものとし、各団体の公告、又は規則等によって定めるものとする。 
ただし、簡易な申請ができる営業種目は、受け付ける団体において共通とする。 
また、本システムにより取扱い状況を公表するものとする。 

(3) 簡易な申請から通常の申請へ切り替え 

簡易な申請から通常の申請へ、又はその逆に通常の申請から簡易な申請への切り替えは、定期申

請では継続して申請するとき、随時申請では一旦全廃業としたときに限り可能とする。 
 
６ 申請内容に変更が生じたときの取扱い 

申請者は、別に定める「申請の手引き」に従い、受任者の交代などにより入札参加資格の申請内

容に変更を生じた場合には、資格申請システムにより、速やかに変更届を送信するものとする。 
 

７ 確認書類の提出 

(1) 確認書類の提出 

申請手続者は、資格申請システムにより、申請書、又は届出書を送信したときは、別に定める「申

請の手引き」に従い、申請又は届出をする各団体の認定機関において提出が必要された書類を、そ

れぞれの団体に提出するものとする。 
(2) 提出書類の送付方法 

申請手続者は、提出書類を送付するときには、資格申請システムにより、各団体ごとの送付先別

提出書類一覧表、及び宛先を印刷し、宛先を添付したＡ４封筒（角型２号）に送付先別提出書類一

覧表と提出書類を同封して、簡易書留で郵送するものとする。 
なお、同封すべき提出書類がなにもない場合には、送付先別提出書類一覧表のみ郵送又はＦＡＸ

等により送付するものとする。 
 

８ 共同受付 

(1) 共同受付窓口と固有受付窓口 

各団体への入札参加資格の申請受付は、県のみ又は県以外の団体に申請する事業者を対象とし、

県に共同受付窓口を設置して共通的な審査を行い、県以外の団体に固有受付窓口を設置して固有の

審査を行なうものとする。 
(2) 共同受付窓口での申請取下げ、不認定の効果 

県が実施する共同受付窓口において、申請者、又は申請手続者が申請を取下げたときには、県以

外の団体に対する申請も、同時に取下げたものとし、共通審査において不認定となったときには、

県以外の団体に対する申請も、同時に不認定となったものとする。 
 

９ 名簿の公表等 

(1) 競争入札参加資格者名簿の公表 

入札参加資格の認定、及び変更届を受理したときは、入札情報サービスシステムにより、各団体

ごとに 新の名簿、及び申請のあった許可等の内容を公表するものとする。 
(2) 指名停止の公表 

各団体が指名停止の通知を発行したときには、入札情報サービスシステムにより、各団体ごとの

指名停止状況を公表するものとする。 
 
10 システム障害 

(1) 認定機関側のシステム障害について 

資格申請システム用サーバやネットワークなどに障害が発生し、申請、届出が処理できないこと

が判明した場合は、その原因、復旧見込み等を勘案して、受付期限の延期、電子文書の送信から紙

文書の提出への変更などの対策を速やかに講じるものとする。 
なお、対応については、必要に応じて本システムや電話等により、申請者、及び申請手続者に周

知するものとする。 
(2) 認定機関側以外のシステム障害等について 

天災、電力会社の原因による広域的・地域的な停電、通信事業者（プロバイダを含む）の原因に
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よるネットワーク障害その他入札参加者の責任によらない特段の事情により、申請手続者が資格申

請システムを利用できないことが判明した場合は、その原因、復旧見込み等を勘案して、受付期限

の延期、電子文書の送信から紙文書の提出への変更などの対策を速やかに講じるものとする。 
なお、対応については、必要に応じて本システムや電話等により、申請者、及び申請手続者に周

知するものとする。 
 
11 虚偽の申請 

申請者、又は申請手続者が、虚偽の申請を行なった場合、故意又は重大な過失があるときは、入

札参加資格の申請を不認定、または認定資格を無効とする。 
 

12 運用基準の変更 

団体は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行なうことなく、本運用基準を変

更することができるものとする。 
なお、団体は、本運用基準を変更するときには、本システムにより、周知を図るものとする。 
また、利用者は、利用の都度、本運用基準を確認することとし、本運用基準変更後に本システム

を利用したときには、変更後の運用基準に同意したものとみなす。 
 
附 則 

本運用基準は、平成 17 年９月 27 日から適用する。 

附 則 
本運用基準は、平成 21 年３月１日から適用する。 

附 則 
本運用基準は、平成 22 年４月１日から適用する。 

附 則 
本運用基準は、平成 23 年４月１日から適用する。 
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